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林業経営

.( 6－..

林業経営とは,一定の目的をもって,林業生産を営む,一つのまとまりの 

ある組織とその活動をいう。ここにいう林業生産とは,森林を対象として, 

労働やし､ろいろな資本財,すなわち.,､林道,機械・器具等を用いて,育林, 

伐出その他の作業を行うことによって,木材などの林産物を生産することを 

いう。

このような林業生産は,農・林家およびその集団,伐出,製材業者,紙・  

バルブ会社,市町村・県および国などのような,性格を異(ニするさまざまな 

経営主体によって営まれる。従って,経営の目標は,農・林家の場合には, 

おもに生活の向上におかれるが,製材業者や紙・パルプ会社では,原材料と 

しての木材の円滑な供給におかれることがある。また,地方公共団体の場合 

【二は,地方財政への寄与が重要となることが多く,さらに国の場合には,広 

く国民の福祉増進におかれるというように,経営主体の性格に応じてその目 

標が異なってくる。

それゆえ,林業経営の改善を考えるにあたっては,経営主体の性格を明ら 

かにしておく必要がある。とこ・ろで,林業経営の物的な基礎となるものは, 

さきに示した定義からも明らかなように森林である。従って,本章では,ま 

ず,林業経営を,森林の所有主体を指標として分類し,そのおのおのについ 

て,わが国の現状を知ることから.はじめよう。

1

第1節 わが国の林業経営

第1, 私有林の経営 、

1. 私有林の資源状況米 わが国の私有林は»:森林面L旬積や閏で､呼口■やw..は全体の58

米 森林の面稜や蓄稜に関する数量や比率は,特にことわらない限り,昭和46年4月’日 
現在で農林省が調べた焔のによる。
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林の保有規模が大きくなるほど、非農家の比重が大き'くなり,特に,林業を 

専業とするものの割合が増してくるが,林家のうちの89％は農家であり｡, 

私有林業においては,山林を保有する農家米が大きな役割を占めているとい

える。

この山林を保有する農家は,近年顕著になってきた農家の減少傾向を反映 

して,1"960年から1970年に至る10・年間に10％(27万戸)減少 

し,228万戸となったが,これは,山林保有規模が小さな階層で減ったた 

めであり,非農家林家は,逆に,79％増加して29万戸に達した。

林家の山林保有規模をみると,1戸当たり平均2.6 haで, 5ha未満が 

事業体数で89％と圧倒的に多く,5～50 haは11%, 50ha以上は 

0.4％というように,小ざな階層にかたよっている。しかし面積比率でみる 

と,中間の5～50 ha が47%, 50ha以上が18%を占め,中規模層 

が主体であることを示すとともに,大規模層もかなりのウエイトを占めてい  

ることを示す。

表一’ 私有林の保有主体より事業体数と面積
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『j －保－有有｢-総 
主主体体 事体業数

数 平均 保有規摸模広狭別比率((保有主体別総数1,000b)) ~一一一一｜ 
面面積積 面面積積事業体5数h面a未積満事業|体55～数～55面00h積a事業l,体、5数0|haa面以肛以:積上一｜ 

尋,188..449％f
林 家そそ認認誌誘湾6(,6706謝f.6h)2p .2.66haha88….6％％…％34』.5％,j,>,.6j>6

93.9

44.00 
2288..11

4.5
18｡3

33.55

1｢－－言－－~－－悪－－ 冴譜)

|一共皇社同((1::;.):) ((W6;:語:))) 
.罵一団 －体((0.O.27;)) ((’'3寵3)) 
‘社 寺((粥粥))(1粥) 
h機一行鮪((諾諾)綴覗) 
’1計－ 雷否詔)) f Ooi$13 ■
一

米 山林を保有する麗家が営む林業を,弓没に農家林業と呼んでいる。

ー －－塾

資料：農林省「1970年世界農林業センサス」
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％にあたる1,462万haを占め,国有林や公有林にくらべて,比較的地利 

の良いところに多く分布している。従って,青林や伐出などの生産活動もか 

なり活発で,たとえば,人工林の面穣をみると,594万ha あり,これは, 

私有林面積の41％,人工林全面積の67％にあたる。素材の生産量も,全 

生産量の61％を占めている。

しかし,人工林の多くは,昭和25年以後に植えられた幼令林であり,か 

つ,私有林面積の59％を占める天然林の大部分が,低伐期の薪炭林として 

利用されてきたものである。そのため,私有林の蓄讃は約1 0Em§で,全体 

の50％(こすぎない。

このような資源状況にあるため,近年,私有林からの木材生産量は,木材  

需要の増大にもかかわらず,やや減少の傾向を示している。この傾向は,昭 

和25年以後に大愚に植えられた人工林が伐期(二達するまで続くことになろ 

う。菫た,年々の植林面積も,人手不足や薪炭材の販売困難などのために, 

近年,減少の傾向を辿っている。

これらのことからもわかるように,森林資源の面からみると,まず,森林 

の高度利用をはかりつつ,いかにして森林の内容を充実させていくかが,私 

有林経営の問題なのである。

2私肴林の保琴状況 私有林の保有形態は,個人(世帯),会社, 
共同,団体,社寺等に分かれ,複雑であるのに加えて, その保有する山林の 

規模は,零細なものから数万haにおよぶ大規模なものまである。

農林省「1970年世界農林業センサス」米米 によれば,山林を0.1 ha 
以上保有する林業事業体は,約286万あるが,その約9割の257万は, 

センサスで林家とよんでいる世帯単位の林業事業体である。この林家は,山

米 保有山林とは,林業事業体が実際に経営できる山林をいう。

米米 このセンサユは, L|AO(国連食糧農業機燐)の提唱によって"10年に1度行なわれる 

じめて,日本林業の姿が統計的に明らかにされたといつ・てよい。
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かって,自給農業が支配的であった時代に,農業生産と幾民生活の維持のた 

めに,農民たちが集団で占有し,利用してきた赫野が,明治以来のさまざま 

な変革をくぐり抜け-て次第に縮少しつつ現在にひきつがれたもので,封建時 

代に源を発する歴史的な所産である。この事業体を構成している世帯数(権 

利者数)は,1960年センサス当時1事業体当たり30戸以下が51％, 

31～100戸が35％で,大半が100戸以下であり,平均世帯数は66 

戸となっているが,成立の由来からもわかるように,そのほとんどは農家で 

ある。

3. 林家の経営の階層別特徴 林業の経営は,山林の保有規模によ陰って 

左右されることが多いので,林家における林業経営活動の内容を,保有規模 

を指標とする階層別(二調べてみよう。

(1)林家の人工林率 保有山林面積に対する人工林面積の割合を人工林 

率といい,これは植林活動の長期的成果を示す指標である。林家の人工林率 

ば,各種林業事業体のなかで最も高く「1970年センサス」では42％で 

ある。これを地方別にみると,東海,九州が殊に高く,、50％をこえている。 

その反面,中国,北海道,東北,北陸等が低い。この人工林率を保有規模別 

(ニみると,規模別の差は少ない。しかしこれを個々の林家についてみると, 

どの階圃においても,人工林率に大きな幅があり,特に小規模層にそれが著 

しく現われている。例えば,1～5haの階層では,•人げ工林なしが.､2.卜.bT、・%を 

上廻る一方,保有山林の81％以上を人工林化じたものが25％に達してい 

る｡: 100'ha以上の階層でも,人工林なしが‘f、.8%あ； る反面, 81%以上が 

26％ある。このことは,林家の林業経営がいかに変化に富むものである:か 

を示すものといえよう。(図－1) し｡ も

(2)林家の保有人工林令別構成 同じく人工林といっても,林令によっ 

て,その資産価値や取扱い方法に犬差がある。そこで,林令別面積の配分状 

況をみると,全般的(二幼令林に偏っているとはし､え,この偏りば,小規模層

一'5－

私有林を所有する郡業体のなかで,林家と対照的な所有状況にあるのが会 

社である。会社は,事業体数では,,,44,にすぎないが泰米,社当たりの 

平均山林保有面菰は94haというよう(二,林家の場合の36倍になる。会 

社の場合も,林業が主業であるものは少い。青林業を主業とするものは全体 

の2.3％,伐出業斧製薪炭業を含めても3％であり, 50ha以上の階層を 

見でも23％を占める<二すぎなし､。規模の大小を問わず,林業以外の製造業 

iぶ豪｡ ‐も面多く,30％前後を占め,金融.不動産業,商業,建設業等がこれに 

つぎ,広い業態にわたっているのが会社の場合(二みられる特徴である。

林家(二つ1,,で事業体数の多いのは共同で,17万をこえる。共同とは,2 
以上の個人,会社等が共同で山林を持っている場合で,Ⅵえば,割地をして 

いない共有,共同借入,共同分収などが含まれる。

所有規模別にみると,林家とほぼ同じ傾向を示し,小さな層への偏りが著

しい。

〃躯業体数が3万ある社寺の禄荊規模もこれと似ている。

これに対し；て翌 団体は,事業体数もわずかであり,また,小規模層への偏り

f があま;りみられなル､。
孟

杯と呼ばれているもの,もしくはそれ(二近いものであって,実質的な使用収 
益が多かれ少なかれ慣行として共同体的制約をうけると認めたもので.：>ある。

この事業体の保有している山林の所有名義は,個人,会社,共有,‘:団体,社 

寺,組合〃字(区),旧市町村,財産区'二わかれており,このうちで多いの 

は共有,社寺,字であるが, 100ha以上の大きなもの.. になるど： 財・産区名 
t・

義が多くなる。 ’‘ ： ｡

こうした複雑な内容を持。 つ；慣行共有は,事業体数で約7.4万,面積比率で 

14％あり,いまもなお林家に次ぐ重要な存在となっている。慣行共有は,
－－－

米米 1960年センサスでは3,21 0で,・10年間.に3.56倍となったが,保有面面積職1hR 
以下で激増し(約6倍), 1ha以上は2～3倍である。

-4－
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(人工林比率)

資料：股林省「1970年世界腿林業センサス」

ほど著しい。

すなわち,10年生以下の幼令林は,1～5ha層では50%を越え、5 

~1 0ha層でも5,％あり,この比率が40%になるのは100ha以上 
の階層からである。なお,おおむね伐期に達しているとみられる3’年生以 

上の人工林は,総数で12％にすぎないが, 100ha以上の階層になると 

20%を越すようになる｡ (図-2)

(3)林家の植林の動向 センサユの実施された1969年2月～1970 

年,月の1年間において,・保有山林1ha以上の林家は,4戸に1戸の割合 

で多かれ少なかれ櫃林している。この割合は規模に応じて高まり,例えば,

-6 －
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.-＆‐‐‐‐

表一 2 41年(二拡大造林をしなかった理由

I。ひ

‐弓.

資料：れ林を野庁しなか林っ業た経林営家意を識対調象査に行こなのわ調れ査たは。41年中に拡大造林の余地がありながら,そ
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図－1 人工林比率別林家数比
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図－2 人工林の林令別面積比(林家)
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資料：農林省 ｢1970年世界腿林業センサス.」

1～5ha層では22%で 

あるが,30～50ha jg 

では59％となる.。

これを保有山林1ha以 

上の林家の植林面積でみる 

と,総数21万haのうち 

12万haは天然林の伐跡 

地や原野などへの植林,い 

わゆる拡大造林であるが, 

この約72％は20ha以 

下の小規模層によって行な 

われる。しかし,私営の拡 

大造林面積は,昭和36年 

以降4’年まで減少をつづ 

け,36年を100とする 

と,41年には79に下が 

っており,特に小規模層で 

の減少が著しい。その理由
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育林への労力投下量は, 

総数でみると,自家労力が 

70％を占める。これを山

林の保有規模別にみると,

小規模層では圧倒的【二自家労力の比率が高いが,保有保規有模規か模大がき大くきなく③な(る-に-つユ 
。､ t

れてこの比率は減少し,20 ～30 ha層に至ると逆に雇用労力の比率の方

が高くなり, 200ha以上において.はタ雇用労力が92%以上となる｡・

全体の69％に及び,総量 

では延5,7,00万人に達す 

る。この数量は,「1.960 

年センサス」以後における 

農､､山村か・らの激しい人口 

流出,総量の半ば近くを占 

めていた製薪炭部門の急減, 

機械化の進展,林道の拡充

これに対し,全体と・して雇用労力の比率の高い伐出部門は10 ha前後で, 

また,自家労力の比率の高い製薪炭部門は100ha前後で,雇用労力が自 

家労力を上回るよう(二なる。

このよう｡(二,育林,伐出・’製薪炭の3部門では,労力構成比率にかなり大 

きな差が認めF・らも,Iれることが林業生産の特色の’っであって,このことが,林 

業を青林業,伐出業,製薪炭業に分化させる原因ともなっている。

-9 －

40

､

30
、

、

20 、

などによって大幅に減って 

きたと思われるので,比較 

的変動の少ない育林(植林 

・手入れ)部門を中心にみ 

ることにしよう。

図－3 林業収入への依存度別林家数比 保有山林へ投不した林家は,としては,すでに人工林化が進み,拡大造林の余地が少なくなった林家のでて 

きたことがあげられる。しかし,それはまだ一部であって,大部分の林家は 

人手不足,.生えている雑木の処分難,資金不足などのために拡大造林の進展 

‘が遅れている(表－2)。42年以降になると森林組合労務班の拡充などに 

よりやや増加の傾向をみせている。

(4)林家の林産物販売 センサスが行なわれた1年間に林産物を販売し 

た林家数は,保有山林1ha以上の林家の18%である。そのうちの過半漣素 

材を.販売した林家で,1960年当時大半を占めていた薪炭およびその原木 

の販売林家は4戸に1戸の割合となった。そのかわり,きのこ数などの特産 

物を販売した林家が3戸に’戸の割合に増加した。

保有山林1ha当たり用材販売量は,山林保有規模の大小とはかかわりな 

く, 1.33m,前後となっている(1960年センサス)。このことは,さきに 

み.た,».保有山林の林令別配分が階層間でかなり差があることからすると,小  

規模層ほど一般に短伐期であることを示すものであろう。

保有山林からの林産物の販売方法についてみると,用材では,立木販売だ

グ (ﾁのも'のが78％,素材で販売するものが22％となっているが,立木販売 

ぱ保有規模の増大とともに減少する。なお,林家の林産物収入への依存度を 

みると,保有山林1ha以上の林家のうちの1.7%(1 9,0 00戸)力軽常 

的生活費の5割以上・を林産物販売収入に依存している。これを,保有山林階 

層別,依存度別に示したのが図－3である。これ'二よると,階層があがるほ I 

ど依存度が高くなっている・98が‘j,依存度5割以上の林家のうちで58％は保有 

山林i～20haの小規模層であること, ].00ha以王の大規模層のなか 
■q

に全く依存しな‘いものが32％あることなど,階層と依存度との関係は複雑 

である。

(5')林家の労力投下米 林業生産の重要な要素である労力を,この,年間に

※ この項は,1960年センサスによる。
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また,保有山林への労力投下錘が,1戸当たり年間延100人をこえるの 

は,おおむね20 ha以上の臆からであるが,これを個々の林家<二ついてみ 

ると, 5ha以上の同じ階脳のなかでも0から1,000人以上というように 

大きな開きがある。近年,農山村においても労力不足が目立ちはじめ,林業 

生産上大きな問題となってきたが,このように経営の雇用力に大きな幅があ 

ることは,林業の強弱2面を現わしている。

4.林家以外の私有林経営の概要

(1) 人工林率 「1970年センヅース」によると団体39％,会社38 

％,社寺36％,共同36％,慣行共有34％でいずれも林家より低い。

② 保有人工林の林令別樵成 共同,団体,慣行共有および会社の4者 

はおおむね林家(二類似した構成であるが,社寺は各林令間に差が少なく,,O0 

ha以上の林家に類似している。

③ 植林の動向 この上午i_jの植林面菰の保有山林面積に対する比率は, 

林家の1.8％に対し,会社2,0％,共同3.2％,団体4.3％,社寺2.1％, 

慣行共有’､9％であって,いずれも林家よりも大きい。その過半は拡大造林 

で,とくに会社と団体では70％に達している。

(4)林産物販売 経営形態別にみた場合,この’年間に林産物を販売し 

た事業体数の比率は,会社11％,共同7％,団体9％,慣行共有12％, 

社寺’2％となっていて,林家よりもはるか(二低い。

用材の販売方法については,共同,団体,社寺,慣行共有では立木販売が 

70～84％(二達する。ただ会社のみは例外で,素材販売が45％あり,採 

取過程への進出が目立つ。このことは販売鐘(二おいて－閥明瞭に現われる。

(5)労力投下 この’年間に労力を投下した事業体数は,会社,共同が 

33～37％来,団体,社寺,慣行共有が42～48％で米,林家よりも少な 

い。また,労力の構成をみると,会社は大部分が雇用労力であるのに対し,

米 1960年-ヒンサスによる。 －－ －－
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他の事業体では構成員(地元民や学校生徒)の奉仕労力が過半を占めている 

のが対照的である。このような奉仕労力に依存する事業体の経営は,農・山 

村からの人口流出の影響を最も強く受けており,林業生産の停滞が憂慮され 

ている。そのため,これらの事業体のうちで最も大きな存在である慣行共有 

(二ついては,第51回国会におし､て,「入会林野近代化法」を制定し,経営 

の近代化につとめている。

第2 公有林の経営

’・公有林の資源現況 公有林の面祇は,わが国森林面菰の,0％に当 

たる258万haを占める。そのうち人工林は97万haで,公有林面積の 

38％にすぎない。しかも,人工林が著しく幼令に偏っている。公有林の蓄 

積はL9 rm目で,全体の9%に当たる。公有林の地域分布はかなり不均等で, 

北海道(35％),東北(14％),東山(13％)に多く,北陸(3％), 
四国(3％),関東(4％)<二少ない。

2.公有林の経営主体 公有林を保有する事業体は,都道府県と市町村 

が主で,ほかに財産区と地方公共団体の組合が含まれる。所有面積は,都道 

府県が］11万ha,財産区等を含む市町村が147万haである。

公有林の使用形態をみると,都道府県有林では直営林が93鱗を占めて 
いるが,市町村有林および財産区有林では,直営林が55～60％※程度で, 
残りが,官行造林,県行造林,公団。公社造林,分収林等他の事業体に経営 

をまかせている林地である。従って,所有と保有との間に大きな差があるの 

が公有林の特色である。

事業体数は,都道府県が46,市町村等が2,501である。事業体の保有 

規模をみると,前者はすべ､て50 0ha以上,後者も100ha以上が過半 

数を占めている。

米 ’960年センサスによる。

-11－
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天然林の大部分が奥地にある老令林であるため,国有林の薔稜は8.2億"23で 

ある。すなわち,国有林はわが国森林面積の約30％,蓄積の約40％を占 

あることから,わが国林業のなかで重要な位置におかれており,木材供給の 

増加や森林の持つ公益的機能の確保など,国有林に対する諸要請は最近一段 

と高まってきてし、る。

2.国有林の管理組織 昭和22年に内地国有林,北海道国有林,御料 

林を統合した,いわゆる林政統一が行なわれ,農称省の外局として林野庁, 

その管轄下｛二14営林局338営林署が設置されたが,その後は主として北 

海道に’2営林署が増設されたのみで,大きな廃置統合は行なわれていない。 
また職員数については,林政統一の行なわれた22年当時峰,約2万名であ 
ったが,その後増加し,38年には,約4万人となって現在I二至っている。 

他方,国有林野事業に雇用された作業員は,1960年当騨二は,延2,331 
万人であったが,45年度には延,,,23万人となり,近毎,漸減傾向にあ 
ろ。

3‘国有林の事業 国有林野事業は,公益的使命の達成と企業性の確保 
【二必要な考慮を払いつつ,国民生活の諸要請に答えるために,公益的機能と 

木材供給との調和が図られた地域施業計画にしたがっ~q毫業が進められてい 

る。

(,)木材生産 林政統一後は,主として国土の提全と森林資源の確保を 
りまかることを目的として事業を推進してきたが,32年からは,木材需要の 

増大(二対応し,「生産力増強計画」を作って,未開発林の開発を積極的に行 
なうことになった。さらに,35年には,新たに「木材増産計画」を作り” 

増産につとめた。その結果として,用材の生産量は,近年,民有林が停滞し 

減少しているのに対し,増加の傾向を辿ってきた。しかし,38年頃より生 

産量が頭打､らとなった。45年の用材伐採量は約2,000万雁3で,全体の約

-1 3－
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3..公有林の経営動向 私有林経営の役割が,一般に所得増大にあるの 

に対し,都道府県有林くこあっては.民有林の開発や育成のために,また,市 

町村有林や財産区有林にあっては,区域内の公共施設などのために役立てら 

れている。しかし,公有林は,さきにみたように,人工林を拡大する余地が 
〆

多いうえに,人工林も,幼令のものの占める比率が高いため,当分の間はあ 

まり収入が期待できない反面,育林費等の支出が増加するので,苦しい経営 

がつづく事業体が多い。

(1)植林の動向 昭和36年以降,私有林と同じように公有林の植林面 

稜は減少傾向にあり,昭和36年を100とすると,41年には83となっ

た。

これを事業体別にみると,都道府県よりも,市町村・財産区による植林の

減少が目立っている。

(2)林産物生産の動向 公有林からの用材生産鐙(立木販売を含む)は, 

287万"Z3で,わが国の総生虐躍の6. 3%となっている。

これを,森林面積の10％と比べてみると,公有林の用材生産能力がいか 

(二低いかがわかる。なお,用材生産量は36年ごろよ()停滞をつづけている 

がぅこれを事業体別にみると,都道府県有では横ばい,市町村・財産区有で 

は減少している。

③ 労力投下 「1960年センサス」によると, 昭和34年1年間に

投下された労力は, 1haあたり都道府県有3.2人,市町村有3.6人,財産

区有2.4人で私有の4人に比しいづれも少ない。雇用労力について.みると, 

前2者はいずれも90％であるが,財産区有は70％で,慣行共有ほどでは 
〃 〆 ないが, いまもなお奉仕労力への依存がみられる。

第3 国有林の経営

,.国有群の資源状況 林野庁が所管する国有林の面積は761万ha
で,そのうち人工林は23％を占めるにすぎない。しかし’67％を占める I



30％に当たる。

用材伐採量のうちで,直営で伐採したものと立木販売したものとの比率を 

みると,45年には41：59である。

(2) 植林 32年に作られた「生産力増強計画」のおもな内容は,成長 

の衰えた老令天然林を人工林に改めることにあった。そのため,国有林の植 

林面稜は年々増大し,32年の5.5万haから41年には9.4万haに急増 

した。その後は8～0万haの間にある。

③ 林道・治山等 林道事業は林業生産の基盤として,また地域振興の 

一環として,その事業量は年々増大し,45年3月末現在の自動車道の総延 

長は約2万6,000恥で,全体の約40％に当たる。

.治山事業は 44年に作られた治山5カ年計画に従い,45年度には工事費 

107億円の投資をしている。また,これと併行して,保安林については, 

29年以降その整備計画に従って,新規にその指定面積を拡大するとともに,• 

国が管理することを適当とする民有保有林をも買入れ,46年には総面積で 

347万haとなった。

このほか,最近の国民の緑に対する要請に答えるため,44年度から自然 

休養林事業を推進しており,47年度末までに45カ所5.8万haを自然休 

養林として指定しているO ・1'
(4)事業の収支 国有林野事業の収支額は,事業量の増大,人件費の高 

騰等【こより年々増大し,45年度には事業収入1,618億円,事業費1,616 
億円であって,10年間に3倍近く増加している。なお,46－年度には収入 

が減る一方支出が増大し,225億円の赤字となった。

第4 素材生産業の経営 ＄ ‘

わが国の素材生産は,約’割の国の直営生産を除けば,大部分は民営の素 

材生産業者によって行なわれてし､る。素材生産業者に対する全国調査は,こ 

れまで'二,農林省(二よって昭和37年度と42年度,4.6年度とに実施され

--14－

－

ているので,以下)これにもとづいてみることにする。

1. 素材生産業の経営形態 年間の素材生産量が50'"3以上の素材生 

産業者数は,37年度には約4万5,900であったが,46年度には2万5, 

300に減少した。9年間にほぼ半減したことになる。

事業体を経営形態別にみると、個人が圧倒的に多く61％を占め,会社の 

3,0%がこれにつぎ;森林組合が7%,協同組合その他が2%となっている。

また生産量規模別にみると,全体では年間生産量500〕"s以下の小規模 

層が5.1％を占め,2,000〃2s以上は19％で奉る。この規模別割合は, 

経営形態によって違いがある。例えば,小規模層の占め・る割合は,個人経営 

の場合に特に高い。こういう.違いはあるにせよ,全体として小規模層が多数 

を占めることは,業者の取引相手が,主として小面積の山林所有者であって, 

1回の立木販売量が少量かつ断続的であること,また大面積の山林所有者の 

場合であっても,団地数が多く,分散しているのがふつうなので,事業単位 

が小規模とならざるをえないことなどによる。
ノ

表－3 経営形態別.生産量規模別素材生産業者数

Ｉ■■

‘■■■■０１１ⅡⅢⅢＩＤＨＩⅢ１１ⅢⅢ■■Ⅱ■ｒｌ■■

‐ず

.

資料：農林省「S、46年林業形態調査結果報告書」

区分 総数数 個個人人 会社 ｜森森林組組合合協同組組合合その他

′'総 数 25,310 15,540 7β30 1,,690 230 250

50～～5505000〃0zmmβa l12,,830 9,,430 2,,950 290 40 130

500～2,000 77z3 7,620 4,720 1,980 780 70 90

22,,00000"0識松以以上上4β47,8・70ユ,319,3｡90 ,2,,7700｡0 @622,0 1]202○＄,

素材生産業者は,山林を保有する事業体の場合と同じように,専業が少な 

く,大部分は素材生産を兼業として営んでいる。すなわち専業が5％,､素材 

生産を主とするものが29％で,両者を合わせても34％にすぎない。素材 

生産が主であるものの兼業としては,農業と木材業とで大半を占.めるのに対

-15－
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し,素材生産を従とするものの主莱としては,製材業が半数を占める。(表

-4)

表－4

区分

専業 

伐〆 出が主 

伐出が従

資料：農林省「S. 46年林業動態調査結果報告書」

2. 素材生産業の生産活動 ご

(') 直営生産と請負生産 素材生産業者が独立して直営の生産を行なっ 

ているか,特定の木材消費者または山林所有者に､つながって,その請負生産 

のかたちで行っているかをみると,総数の97％が直営で素材生産を行って 

いるが,これを生産量でみると,直営の比率は79％に下がる。すなわち, 

生産量規模別にみると,小規模脳(二おいて直営の割合が高く,規模が大きく 

なるにつれて次第【二請負の割合が高くなる。

請負依頼先は,小・中規模層では製材業が比較的多く,大規模層では紙. 

パルプ・製造業が多くなる。

(2)原木の入手先 原木を私有林と国有林とに依存する業者の割合と生 

産量規模との間(二は,密接な関係がある。ずなわち,小規模層では,私有林 

に依存す'る業者が大部分を占めてし､る。しかし,生産量規模が大きくなるに 

つれて,国有林に依存する業者の割合がふえ,’万'恥3以上の大規模層では, 

それが過半数を占めるようになる。

(3) 素材の処分先 素材生産業者が生産した素材を,そのまま販売する

専業,兼業別素材生産業者数(個人と会社のみ)

主 業 寮 走 は 兼 業 の 業緬

総数 製材業 木材業｜盃工墓 製育薪林炭業業 農業 その他

1,110 一

6,690 }9,36015,2801 920 1,030 3,590 1,580

15,360

か,製材業などの原材料にふりむけるかを,生産量規模別にみると小規模層  

と大規模層とでは,販売のみおよび販売を主としているものが6割をこえて 

いる。これに対し,中規模層では原材料のみおよび原材料仕向を主としてい 

るものが5割前後になっている。

このことは,中規模届では,製材業.木材加工業などの原材料生産差主目 

的とする業者が比較的多く,それより小規模展は不特定の消費者への供給者, 

大規模層は,特定消費者の列列下にある請負業者が多いといえよう。

以上にみたように,素材生産業者の性格は,経営形態のうえから・みても, 

生産活動のうえからみても,きわめて複雑である。

すなわち,事業体数で多数を占める小規模な業者にあっては,-賃労働‘とあ 

まり変らない程度の農家や木材業者の兼業として,中規模以上の業者にあっ 

ては,製材業や木材加工業の付属機関として,また,紙・パルプ会溌等の大 

企業の系列業者として,さら(二,少量ではあるが森林所有者の林業経営の一 

環として,それぞれの機能を持ちながら混在している。

第2節. 林業の合経営串 組織

前節で,われわれは,わが国の‘さまざまな林業経営を,r世界農林業セン 

サス」等の資料にもとづいて,経営の外側から,統計的<二ながめてきた6そ 

こで本節では,林業経営の内部に入って,､林業生産の役割や仕事の流れを分 

析しながら,どのように仕事を組立てていったらよいかについてみることに

しよう。

第1 林業の役割よりみた経営組織

前節でしばしばふれたよう【ざ,林業を専業とする個別経済は少なく,大 

部分,他の業種と結びついた形で存在しているbそこで林業が個別経済のな 

かで占める位置を,大別し､てみると,主要部門,副次部門,従属部門の3つ

-16－ -17－
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に分けられる。

主要部門とは,販売収入からし、っても,あるいは労力や資金の投入量から 

いっても,その個別経済のなかで大きな比率を占める部門のことをいう。農 

・林業のような土地生産業に限定して考えると,その土地が林木の生育に適  

し,かつ,相当のひろがりをもって価値のある森林が存在し,さらに,その  

森林の一部が毎年のように伐採されたり,更新されたりする場合に,林業が 

主要部門となりうる。

副次部門とは,主要部門を選択したことにともなう土地・労力・資金等の 

生産要素の遊休化を防ぎ,その利用効率を高め,経営全体としての所得を高 

める作用をもつような部門をいう。従って,主要部門がそういうものを必要 

とする度合し､(二応じて,副次部門の重要さが変ってくる。林家・会社等の別 

〆 を問わず.わが国の林業経営の大部分は,この副次部門として位置づけられ

る。

夕 この場合,伐採・更新等の林業生産活動が間断的であってもよいが,経営 

を継続的な生産組織体とみる見方が一般的であるので,間断的なものを遥経 

営とよぶととがある。

従属部門とは,主要部門や副次部門の生産(二必要な資材や用役を供給し, 

それらの部門の生産を内部的に支えてし､る部門である。

これらの部門の組み合わせの典型を例示したのが図－4である。林家・会 

社等の林業事業体、または,素材生産業者の主業分類で,青林業・伐出業を 

主業とするものの多くは,この図でいう単一型1二属する。林業部門が主要部 

門の1つを形成している複合型は,中規模林家に多く見られる。林業部門が 

副次部門を形成している準単一型ないし準複合型は,農家林業の一般的な謀 

イブで,林家の大部分がこれに属するが,それだけに,このタイプのこれか 

らの発展方向をどこ【二求めるかが大きな問題である。

林業部門が従属部門としてのみ存在するタイプは,一部にみられるだけで

多くは,主要部門あるし､は副次部門と併存している。

単

－
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型
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(従は従属部F

図－4

この型を分類した目的は,どのタイプ・が好ましいかをきめることではなく, 

それぞれのタイプ・の特色を知ることであるから,さらに立入って’それぞれ 

の部門に属する林業の性格を調べてみること<こしよう。

1. 従属部門としての林業 紙.パルプ工場や製材所などが自社で消費 

する原材料としての木材の生産を目的として経営されている林業がこれに当 

たる。そのほか,農家が営農用材料の生産を目的としているものや,しいた 

け栽培業者が自己の消費する,ほだ木生産を目的としているものなど,さま
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グ

ざまな種類のものが含まれる。前者が工業従属的林業であり,後者が農業従 

属的林業である。一設に,前者は山林の保有規模が大きく,後者は零細ない 

し小規模である。

このよう(二従属部門としての林業は生産目的や山林の保有規模がさまざまであ 

るが,林産物の生産が副次部門の場合より連年行なわれる傾向がみられる。

また,当然のことであるが,主要部門や副次部門の動向によって,この部 

門の林業生産が左右される。要するに,この部門は経営としての主体性のな 

いのが特色であるが,反面,その動向が他の部門に大きな影輔を与えること 

を忘れてはならない。

2.副次部門としての林業 副次部門としての林業は,林家や育林業・ 

伐出業を営む会社の林業経営の大部分を占め,重要な存在であることはすで 

(こみたとおりである。共同.団体.社寺および慣行共有等の営む林業も,副 

次部門としての性格を強く持ってし、る場合が少くない。

副次部門としての林業のもつ第1の特色は,従属部門ほどではないが,経 

営としての主体性に乏しいことである。事業体数が最も多い林家,とりわけ 

農家の営む林業の場合について,その特色を分析し,てみよう。この場合には 

3つのタイプ・がある。

その,つは,主として農閑期の遊休労力を利用して,所得の増大をはかろ  

うとするものである。かって,製炭の盛んなころ(二は,冬の農閑期に30万 

戸ほどの農家がこれに従事した。近年は,製炭にがわって,しいたけやなめ 

この栽培が増してきた。林業生産のなかでも,この垂うな移り変りがあるが, 

もともと,遊休労力はより高い労働報酬を求めて自由に移動する性質があり, 

林業を離れて他産業へ向うものが多くなっている。これらの動きからもわか 

るように,辱のタイ.う.の林業は,かなり不安定な性格を持・っている。

その2は,.積樋的に利用ざれ萩(二放置さだしている土地に,農療の遊休労力 

を投下して,所得の増加をばかあうとr葱ものである。価彼の低い雑木林を,

1 －－ 易 ；’－－

価値の高い人工林(二改めるために,年々少し張つ改植している農家を多数み 

うけるが,これは,このタイプの林業の好例である。このタイプでは’土地 

利用の高度化と結びつし､て労力利用がはか・られているから,’のタイプ・ほど 

不安定ではない。しかし,この場合も,ほか(二より有利な土地利用や労力利 

用の機会がでてくれば,これらの利用が必要最少限度におさえられることに 

なる。例えば,すでに植林したものは成林するまで手入れをつづけるに・して 

も,新たな植林は中断するような場合である。こうなると,林業経営と.いう 

よりもたんなる山林保有にすぎなくなるおそれもでてくる。従って,この場 

合は,できるだけ生産性の高い技術の採用や,有利な林産物の選択に留意す 

るとともに,販売体制を地域として作りあげるなどを通して,林業経営の改 

善に努める必要がある。その具体的なすすめ方については,次節でみること 

【ニしよう。

その3は,林木資産の管理.運用によって所得の増大をはかろうとするタ 

イプである。成熟期«二ある人工林や,天然林を保有する農家の営む林業がこ 

れ'二あたる。ここでは,林木資産を保持し,保有山林からの収入が必要とな 

ったとぎ(二､,､山林を役立てようとする場合が多い。このことは,山林保有規 

模別にみた,林家の伐採動機が小規模層では,「臨時'二金が入用になったか 

ら」というのが45％で,1位を占めているところからも知られる。(表一 

5)

成熟した林木は,備蓄資産としていろいろな適性を持っている。一般の固 

定資産は,年々減価するが,林木の価値は増殖していく。また,林木は貨幣 

価値の変動(二左右されない上に・1 ,換金性も高い。しかも林木の維持には殆ど 

労力も資金も必要と しない。ただ,風・雪害や病・虫害を受(ナることもある 

が稀である。

一方,林家の家計は,商家や俸袷生活者も同じであるが,婚姻,出生'死 

亡,分家,他出など,また,ときには,火災,盗難, 疾病など全く予測しが 

たい事態に直面し,多額の臨時支出が懸要と託る瞳ともある。

-21－
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また林家の主業である農業-:''毎工業が,天候や景気変動の影響を受けて苦 

境【二追し､込まれることもあるし,設備の近代化等のために多額の支出を必要 

とすることもある。

’二れらのときには,備蓄資産としての適性を持つ林木が果た‘す役割は極め 

て大きい。林家が,生産期間の長い林木の造成を広く推進してきた理由の1 

つはここにある。また,経営らしくない小規模の山林保有世帯の林家が大部 

分を占める理由もここにある。

しかし,副次部門としての林業には,3つのタイプ.を通じて,いくつかの 

欠点がある。・

す!なわち.,副次部門としての林業は,土地利用形態としては比較的安定し 

ているもの・が多いが,労力投入など«二つし､ては不安定«二なる傾向が強い。例 

えば,林産物価格が高いとか,遊休労力が多いのに林業以外の兼業機会が少 

ないとか,主要部門がしっかりしてし､て生活が安定しているとかいう諸条件 

が満たされるときく二は,労力や資金の投入がすすむd、しかし,逆の場合には

表－5 林家の山林保有目的

区分 総数

毎年収入を 数年お､きに 山林収入を臨 とくに収入

あげることを 収入をあげ 時的出費にあ を期待して

を期待して ることを期 てることを期 いたい。

いる。 待している。 待している。

－

関心がうすれるか,山林の略奪的な利用のみが一方的に進む可能性がある。

また,山林を備蓄目的で保有することが多いため,林業生産の管理・運営 

がァその時々の経営内外の状況に支配されて,経営ら・しい経営にすすみにく 

いという傾向かつよい。山林が備蓄目・的を果たすこと‘は大切なことであるが, 

そこにとどまっていては林業の発展が妨げられることを忘れてはならない。 

副次部門としての林業が林業生産の過半を占めるだけにこのﾀｲﾌの林業をいか 

にして健全な経営に発展させていく力抵,わが国林業における重要な課題である。

3.主要部門としての林業 林業が主要部門を形成している場合にも, 

先【二示したようくこ,複合型と単一型の2つのタイプがあ愚、

複合型は,林業部門が他の生産部門とならんで,ともに主要部門茜形成し 

ている場合である。他の生産部門として最も多いのは農業で,これを一般に 

農林複合経営と呼ぶ。

単一型は,林業部門が経営を支える中心部門を形成している場合定ある。 

これを一般に,専業的林業経営または主業的林業経営と呼ぶ。

(1)農林複合経営 この経営(二は,林業部門(二投入される労力が,主と 

して家族労力に依存するもの(家族労作型)と,雇用労力に大きく依存する 

もの(雇用労力依存型)とがある。

家族労作型は,植林・手入面積が比較的小さいか,または,農業部門が比 

較的小さい場合に多くみられる。しかし,水田単作地帯のように,農業労働 

と林業労働との間に時期的な違いがある場合には、林業,｡農業ともに規模が 

かなり大きくても家族労力による経営が可能である。すなわち,両部門の必 

要とする労力が量的仁また季節的に,どのよう.に競合するかが,家族労力中 

心でやっていけるかどうかをきめることになる。

これまでの説明からも明らかなように,農業労働と林業労働とが競合しな 

いよう-(二経営を組織することが大切である。これには林業・農業それぞれの 

側から労働配分の平均化や労働能率の向上に､ついて検討する必要がある。林
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業については第2および第3でふれるから,ここでは幾業の問題について述 

べるにとどめる。すなわち,林業労働と競合しない作物,たとえば水稲に重 

点をおくとか,同じ水稲も林業労働と競合しない品種を選ぶことなどである。 

畑作物のなかには,林業労働と競合し,かつ労働報酬の少ないもの(例えば 

たばこのようなものがあるが)を整理することによって林業部門を充実させ 

ることのできる場合がある。また,耕地整理,機械の導入,薬剤の利用など 

によって,農作業全体の省力化を推進する必要があることはいうまでもない。

なお,この経営では,家族労力,とくに後継者の育成・確保とともに,家 

族が,その年令,能力,経験に応じて,経営への責任ある参加ができ,各人  

の能力を充分仁発揮できるように配慮する。そのためには,基礎となる家族 

関係の近代化(二努める必要がある。

雇用労力依存型は,家族労力がおも(二艇業部門にふりむけられるためか, 

あるいは,植林.手入面積が多かったり,自家伐出を行う場合などに多くみ 

られる。後者の場合は,専業的妹業経営に類似したものになる。この経営で 

は,雇用労力の確保が大きな問題となる。(表－2)によると,このタイプ 

に属款る経営が多いとみられる20～5 0.haの階滴では,「人手不足」が 

4割近くを占め,他のどの理由よりも,また,他のどの階層よりも高い比率 

を示していろ。・このことから,このタイプ・の経営では,いかに労務問題が切 

実であるかがわかる。これは,経営規模があまり大きくないため,固定した 

労務者を雇うことができないことがおもな理由である。従って,この問題(二 

対処するには,-いくつかの経営が協力し合う必要がある◎

林産物の販売についても同じようなことがし､える。 ..

このように,林業経営,とくに中.小規模の林業経営の労務対策や販売対 

策は,個々の経営の内部で処理できる問題ではなくなってきているので’経 

営をとりまく環境との関連でとりあげること<こする。

(2)・ '専業的林業経営 この経営でも,立木販売を主とする場合には,林 

業生産に投入される労力は.,植林.手入れが主となり,労力投入の時期が霧

-24－

と夏とに集中しがちで,固定労癖者を雇い(二くい。また,伐出過程蚕で行う 

遷営でも,育林労働と伐出労勧ではかなり異質で,伐出は固定労務者に依存 

できるが,育林<二は臨時労務者を雇うのがふつうである。従って,数百ha 

以上の山林を保有する経営でも「人手不足」が拡大造林をはばむ大きな理由 

«二あげられている(表－2)。しかし大規模経営の場合には,､労務者を育林 

作業(二雇用できない時期に,林道の開設,集約な枝打の実施などによって,、 

雇用を継続させることもでき,その地域の労務事情に応じた対策を個々の経 

営のなかでたて.ることができる。販売についても,継続的に大量出荷できる 

ので,複合経営より有利な面が多い。

。しかし,専業的経営が,これらの有利性を発揮するためには、いくつかの 

条件がある。

第,の条件は,保有山林が,なるべく集団化していることである。

この条件が満たされないと,林道の開設は困難となるし,作業単位は小 

さくなる。その結果,作業能率は低下し、販売は少量となり,大量生産の有. 

利性が発揮できにくい。

第2の,よりたいせつな条件は,連年,大差のない量の林産物を継続して 
産出できる生産力の高い森林構造を効率的に作りあげることである。

第3の条件は,,管理組織を整えることである。保有山林が広大な場合’経 

営者が充分に山林を観察し,それぞれの林分に適した処置をとゐことは困難 
となり,また管理業務も複雑になるので,その分担が必要となる。経営者が 

すべての管理業務を遂行できるのは,地位や地利,林相,経営の種類や目的, 

地域の社会的,経済的状況などによって一概にはいえないが,内地の私有林 

の場合, 300haていどであろう。

経営管理の組織には,管理の中枢となるところに事務所をおき,山林の所 

在地に出張所をおくという,中央集権型の管理組織と,山林の所在地に山番 

(山守,世話人など地方によ:っていろいろな呼び名かある)をおき里一山童 
一

米 1970年-ヒンサスによると2 6,0 00人おり,東海,近畿,九州地方に多い。

-25－

坐

－一



て,一層合理的になるように心かけることである。

なぜならば,今日のように,経営活動か複雑で,しかも広い範囲にわたっ 

て行なわれるときは,相互に密接な関係があるので,たまたまある部分に不 

つり合し､が生ずると,それが次々に波及して,全体の活動に著しい障害をひ 

きおこすことになりかねないからである。従って,経営の目的を達するには, 

常に秩序だった運営がなされなければならない。

すなわち,経営者は,経営全体の見地より,それぞれの仕事に具体的な目 

標を与え,その目標を達成しやすし､組織を作り,その組織を動かして,他部 

門との調整をはかりつつ仕事を実施し,その成果をあとづけ,与えられた目 

凛との差異などを分析して,経営の向上につとめる必要がある。これが経営 

における仕事の流れで,一般に、マネジメント.・サイクルと呼ばれるもので 

ある(図－5)

この流れは,新た(二

経営をはじめるとき(二 

は,目標設定(計画) 

一三組織作り一一仕事 

の実施一一一成果分析( 

監査)一三目標改定一一 

となるが,現に活動し 

ている経営では,例え 

ばIXフ,どこうつvい,ソうホ且組i穂織喝uのノ(もb 

と(二,どんな仕事がされているかをみることが出発点になる。林業経営では, 

基本になる森林の造成くこ長い期間を要するので,森林の現況と,森林の造成 

のため<二とられてし､る処置,すなわち,森林への労力や資金の投入状況と, 

森林の利用によって狸得される林産物の種類と数量,すなわち森林からの産 

出状況の3者の相互関係を把握することが出発点になる。
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に事業に関しては大幅な権限を与えている。分権型の管理組織とに大別され 

る。内地の大山林経営につし､てみると,かっては,後者が一般的であったが, 
漸次,前者がふえてきている。会社形態のものは,ほとんど前者であり ,個 

人形態のものには後者が多い。

なお,国有林では,戦前は所管する山林の近くに配置されている営林局署 

にかなりの権限を与え,挫林省内くこある山林局(現在の林野庁にあたる )は 

企画・調整の業務を主としていたが,戦争中より中央集権化が進み,特に 

昭和32年の生産力増強計画以後一段と強化された。しかし,昭和41年ご 

ろより,一転して分権化が推進されるよう<二なった。分権化は,現場職員の 

志気を高めることと,山林の所在する地域の実態が区々で,画一的なやり方 

ではよい林業経営はできないとの判断から生れたものである。分権化を効果 

的<二すすめる(二は,仕事の内容を分析し,合理的な目標を設定したうえで分 

権化をする必要がある。

第4の条件は,経営における'上覗の組織を整えることである。これに-つし、 

ては,次項で,林業における仕事の流れを分析しながら述べることにしよ う。

第2 林業経営の生産過程

1.林業の仕事の流れ 林業で行なわれる仕事には,森林を保全する仕 

事をはじめ,森林の調査と評価,林道の新設と修繕,伐採と搬出’苗木 

成,植林・手入れ,立木または素材の販売,治山・治水のための工事, 
計画の編成などの仕事がある。そのほか,それぞれの仕事には’共通し 

計,庶務や記録の仕事が伴ってし､る。これらの仕事は,いずれも,経営 

に示すところ<二もとづいた年々の計画と,そこから生れる月々または日 々の 

計画くこよって進められていく。

この過程で,とくに注意を要するのは,これらの仕事の実行は,土地や機 

械.装置などの生産手段と労働と資金とが組み合わされていく状態の現われ 

でもあるから,その組み合‘わせが,それぞれの仕事において,また全体とし

・－,6－
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2.森林構造と発展方向 森林への投入と,森林からの産出とをきめる 

最太の要因は,森林面積と,樹種ならびく二林令椴成である。ほかに,森林を 

保有する個別経済の事情や,森林の所在する地域の労働,交通事情,林産物 

の販売事情などがあるが,ここでは,林業特有のものとして林令構成をとり 

あげる。

面

積

比

林令

図－6

森林の林令構成は, (a)幼令林を主とするもの,(b)主伐可能な林令に至るま 

での各林令の林がほぼ均等に分布するものと, (c)壮令以上の林を主とするも 

のの3種に大別される(図－6)。

b)型の森林を持つ経営では,森林への投入が主となるので,育成経営とい  

I,､, 0ｺ)型の森林を持つ経営では,森林からの産出を保続的に行うことができ 

るので,保続経営という。に)型の経営も,森林からの産出を保続的に行なう 

ことができるが,それには,将来の森林構造がb)型に近づくように,計画的 

に伐採・更新をすすめていく必要かある。
.図“-2でわかるように,わが国の林業経営の大部分は(a)型または(d)型米に属 

する。とくに保有山林が小さいほどその割合が高い。この型は,投入か産出 

を上回ることもあり,育林成期業を経過営ぎのた壮み令で林はを主自体立とですきる型な(いdこ型と)がが1多9い7ら0年'言E窪ﾗ営予貢 

によると32％ある。この型はa型からb型蚤たはc型への過渡期にある。
-2 3-

内で副次部門として位瞳づけられている。しかし,保有山林がかなりあり, 

かつ,計画的<二山林への投入が腕けられると,次第に保続型の淋業経営に育 

っていく。それゆえ、この型では,①産出がなるべく早く期待できるような 

技術,例えば,林地肥培とか早成品種の導入。②投入する労働や資金の効率 

がなるべく高く,かつ資金の回転が早い技術,例えば,短伐期の小丸太材生 

産に適した技術の採用,しいた(ﾅや栗の栽培,さらには,③林地の多角利用, 

例えば,混牧林技術の採用などが,経営の実態に合わせてとり入れられるこ 

とが多い。これに対して(b)型の林業経営は,いまのところ数は少ないが,漸 

次増加する傾向にある。この型は,産出が投入を大きく上回り,所得の持続 

的増大をはかるための力を持っており,林業経営の典型とされている。

この型で採用される経営の発展方向には2つある。1つは,持てる力を森 

林構造の充実(二ふりむける方向であり,他は,森林面積を拡大する方向であ

る。

前者は,森林から,①なるべく価値の高い木材を多く生産するような技術, 
例えば,枝打ちや,除・間伐の励行,②販売費用をなるべく少なくするよう 

な技術,､例え(f,伐出賀の軽減に役立つ林道の整備や伐出の機械化などがと 

り入れられる。

後者は,新たに山林を購入して,林業の経営親模を拡大するやり方である。 
この際, 対象となる林地が,適地であることはもちろん,管理が容易で,か 

つ能率的な生産が営なめるようなものであることが望ましい。

この2つの経営の発展方向は,必ずしも二者択一的なものではなく’同時 

にとられる場合か少なくない。

第3・ 生産過程よりみた経営組織.. I

経営組織を区分する指標は,物,人ゴ仕事などいろいろあるが,ここでは, 

うえにみた森林に対する投入と産出の仕事の分野を指標として区分してみよ 

う。
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図－7 生滝過程と組織

－ 3(1－

A 「育苗-|-青林」型 育林に必要な苗木を自給する型で,これ｛ニはっ 

ぎのよ うな利点があ る。

1) 土地に適した樹種 品種の苗木を得やすい。とくに挿木苗を用いる場 

合にこの利点が大きい。

2) 新鮮で活力のある苗木を,植付けの適期(ニ得られる。従って,活着率 

が高いうえに,労力配分上も好都合である。

3) 概して,蕾木の生産費が安い。

しかし, これらの利点を発揮するには,

1) 苗木養成の技術に習熟していなけ～れぱならない。

2) 苗畑用の適地が必要である。

3) 苗木義成のために必要な労力が,適期に得られなければならない。苗 

畑作業は,適期・適作業の要求度が高く,かつ,その時期が,農繁期と重な 

ることが多し､ので,労力の調整が必要である。

などの諸点があげられる。なお,育苗(二も,播種からはじめるものと’1 
年生苗を他から職入して,山行き苗を養成するものとがある。民間の実生苗 

使用地域では後者が少くない。いず、 れ<ニせよ,苗木の品質や活着の良否’労 
力の有無,生産費の高低とし、ったことが,自家養苗をした方がよいかどうか 

を判断する指標となる。

B 「育林十伐出」型

これには,伐出事業の対象を,自己保有の山林だけに限っているものと, 

他人の山林まで広めてし､るものとがある。後者は,伐出業者が山林を保有す 

るようになった場合であるが,ここでは,前者を例(二とりあげる。ところで’ 

前者にもいろいろな場合がある。

B1 ｢育林十伐採」 型 山林保有者が自ら伐採し,ときには伐跡地に 

丸太を棚積みしてから売却する型で,この型の利点としては,

1) 立木売買のさし､,最も問題になる出材丸太の樹種別,径級別,長級別、 

品等別材積が正しく測定できる。すなわち,正量取引が可能となる。

-31－
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木材生産のためのおもな仕・聯としては,育苗,育林(植林,手入れなど), 

伐出, 販売などがあげられる。国有林をはじめとする大経営では,これら 

の仕事を直営で実施してし､る例が少なくなし､。しかし,中・小径営になると, 

苗木を他から購入したり,立木のまま販売したりする例が多い。 一般的には 

このよう(二いえるが,国有林の場合でも,林業の仕事を全部直営で実施して 

いるわ(ナではなく,例えば,木材生産の重要な仕蕊である伐出を,専門の業 

者に請負わせたり,立木のまま販売したりする場合が少くない。 一方,,中. 

小経営であっても,育苗から素材販売まで一貫して実施している例がある。

このよう<二,1経営で実施する仕或の範囲がさまざまなことは,林業経営 

の特徴のひとつであるが,反面,どの範囲までの仕事を1経営で実施したら 

よいかは,経営組織を作るうえで大きな問題となる。

経営における仕事の組織化の韮本的方向は3つある。①一貫化,②専門化, 

③多角化がそれである。①は縦<二流れる一連の仕事を出来為だけ1つの経営 

で行なおうとするものである。②は特定の仕覗(二専念すあものである。③は 

分野の違う仕事を組み合わせて,経営全体の合理化をはかろうとするもので 

ある。

そのいずれの方向を選ぶかく二つし､ては,対象となる経営の内部事情,その 

経営をとりまく外部事情をよく検討して, 広い視野(ニ立って判断しなければ､ｰ 

ならない。このことを,図－7に示す3つの場合を例にとつて具体的に示す 

ことくニしよう。

〆典~、／一B､
育苗 育林 伐出



業を管理することは,一般的にいって無理がある。例えば,伐出に重点が移 

り,育林への関心がうすくなるおそれがあ・る°

4)立木のまま売った方が,材価の騰落に弾力的に対応できる。

5)1経営が,育林,伐出のための労務組織をもつことは,経営の固定的 

な費用を増すこと<二なり,不況に対する抵抗力を弱めるおそれがある Q。V

6)‘伐出事業は,傷害等の危険の多い事業であるが,多くの山林所有者は, 

危険の少なし､方向をえらぶ傾向がある。

このよう(二,山林所有者が直営で伐出することについては’利点も多い 

が,欠点も少なくなし､。従って,立木売却型の経営が伐出事業をはじめるに 

あたっては,経営の実態に即して,得失を比較し,慎重に判断する必要があ

る。

O 「青林十しいたけ栽培」型.

この型は,林業経営<二現在最も普遍的にみられる多角化の一種である。

この型の利点としては,

1).薪炭の需要急減(二伴い,薪炭材の利用が困難になってきたが’しいた 

けほだ木として利用できるならば,薪炭林所有者に高い利益をもたらすとと 

もに,薪炭林の伐採困難という,人工林拡大の大きな障害を軽減する。すな 

わち,資金と林地利用の両面で役立つ。

2)フレーム(二よる不時栽培の普及によって,労力利用.のうえからみても, 

.しいたけ栽培と育林とでIま競合が少なくなり,労力利用の通年化(二役立つ。

これは,しいたけ栽培と農業との間についてるいえる。

3) しいたけと木材とでは,商品としての性格を全く異(こするので,例え  

ば,価格の変動などが異なるため,危険分散の勅謁端り,経営を安定化さ 

せるのに役立つ｡、

欠点としてば,

1) しいたけの生産量が地域として大量にまとまらないと,有利な販売が 

むずかしい。いわゆる産地形成が必要である。
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2) 伐倒だけならば,技術的にもそれぽど困轄でばない。

,3) 除伐や,間伐にさし､して,誤伐がなし､。

欠点としては,

1)伐採後早急に買手かつかなし､場合には.売手側が不利となりやすい。

2) 擬出事業の利益を狸得できない。

などである。

B2 「育林十伐出型」 山林保有者が自らトラック道路,さらには木 

材市場,製材所,鉄道駅などまで伐採.運撤してから売却する型で,これの 

利点としては,B1型の1)と3)のほかに,

1)経営の規模が大きい場合には,林業労働者の確保のために,雇用の通 

年化をはかる必要があるが,伐出労働と育林労働とを組み合わせれば,それ 

が比較的容易く二なる。

2) 林業の後進地で,地元に伐出業者が少ない場合には,立木売却が不利 

となりやすい欠点を免れることができ為。

3)山林保有者が伐出業者としての利益をも独得できる。

4)伐採が少量であったり,伐採現場が奥地であるときには,立木のまま 

では買手を見出し難く,かつ,買手がつし､たとしても,売手側が不利となり 

やすし､欠点を免れることができる。

5).伐採前地ごしらえや,地力維持を考えた全幹集材のように)伐採と育 

林とを結合した技術を採用する場合には,伐出をあわせ行なう必要がある。

6).木材市場を利用できる場合には,素材の取引が容易・確実に行なわれ 

る。信用のおける製材所の場合も同様である。

欠点としては,

1)伐出労働者を必要に応じて雇うことが困難な地域が多い。

.2)伐出の機械化の進展が著しく,設備資金の効率のうえでも,技術のう 

えでも,専門の伐出業者に及ばなし､場合が多Ivlc

3) 育林と伐出とでは,仕事の性格に大毒な滝いがあり,1人で両方の事
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2) 露地栽培によるものは,天候の彩瀞により生産戯が不安定である。

3) 乾しし､たけの場合は,生産量の不安定性に加えて, 性,々にし

‐ て需要が投機的になるため,価格の変動が大きし､。

4) しいたけ栽培は,林地.ほだ場.作業の季節性などの条件のいかん«ﾆよ 

‘ り,強く影響されるとともに,機械化が困難なので,大規模生産の有利性を 

発揮しがたい。

などがあげられるが,いれらはいずれもしし､たけ栽培特有の事情で,育林 

と組み合わされたために生ずる欠点ではなし､。

なお,経営組織の多角化の一般的な利点としては,土地,労力,資金等の 

経営要素の高度利用,経営の安定性増大等<二集約され,欠点としては,手持 

の経営要素が2つ以上の部門に分散して使用されるために生ずる生産規模の 

細分化,低生産性に集約される。しかし,これらの利点と欠点とは,個々の 

経営の事情<二よって大きく変わることはいうまでもない。

経営者の重要な機能は,これら性格を異(こする3つの基本方向の特色をた 

くみく二生かして,合理的に経営を組織し,効率的に経営要素を投入して,全 

体としての所得の持続的増大をはかることである。

第3節 林業の経営環境と経営改善

第1 林業の経営環境

林業の経営環境は,大きく,自然的環境と社会,経済的環境とに区分する 

ことができる。

森林は常<二自然の中にさらされているので,林業は,自然的環境に左右さ 

れることが著しく大きい。自然的環境を細分すれば,①温度,水,風等の気 

象的条件と,②地質,土,地形等の土地的条件と(二なる。気象的条件の多く 

は,人為をもって変更しがたい。

しかし,土地的条件の中には,農業くこお(丁る開墾,施肥等のように,ある

I
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程度変更できるものがあ.るが,林業の現状では,まだ,自然的環境に順応す 
ることが,経営改善の途である場合が多い。

社会,経済的環境にもいろいろなものがあげられる。①経営のおかれた場 

所の交通・市場条件,②林産物や林業生産手段の価格関係,③林業労働力の 

雇用条件,④林業技術水準,⑤艇山村社会の動向,⑥林業に関係ある諸制度 

や政策などがある。これら社会,経済的環境の中(二は,経営が単に環境条件 

«二順応するもの,例えば,価格関係や技術水準のようなものと,積極的に, 

舅澆を形成することをとおして経営改善を計っていくもの,例えば,雇用条 

件や制度的条件等がある。ただ,この区分は相対的なもので,国有林や大規 

模私有林業と,零細な農家林業とでは,環境形成力に差異がある。

しかし,一般に,個々の零細経営にとっては動かしがたい環境条件であっ 

ても,、それに関連をもつ多くの経営が,互(二共同して,集団で,好ましい条 

件をつくり上げていくことも可能である。これからの経営改善の主要な方向 

陰,協同化や協業化等を通じて,自ら積極的に環境形成に努力する､ことにあ 

ると考えられる。

以下,経営環境の中で,経営が働らきかけうる対象となる主要な課題にQ 
いて述べることにする。

第2 林業労働者の確保と育成

近年の日本経済の高度成長は,急速に,農山村から労働力を都市へ吸収し 

つつある。新規学卒者で,その土地の農林業に従事するものは,.農村より山 

村の方が少なくなっている。青壮年の労働力も,出稼ぎや通勤という形で, 

農山村よ・り離れつつある。

さら<二,山村では,急激な人口減少が,村の社会的,経済的,行政的機能 

を破壊して,独立の社会単位を維持することを困難にしている。

このような社会現象の進行は,山村の重要な産業である林業にも重大な影 

穆を与えている。その’つば,人口流出に伴う林業労働者の維持.確保が困
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る。図－8に示したよう(二,労務班の数は急速(二増加してきたが,最近は停
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配慮しなければならない。例えば,育林作業の周年化,直営伐採の開始,林 

道の建設,特殊林産物の栽培などである。また,賃金の引上げや,福利厚生 

施設の充実,社会保障制度の適用など,林業労働者の生活の安定・向上に、 

努力が払われねばならない。その第2は,地域単位に林業労働者を組織化す 

る方向である。

これは,零細経営の多い地域や,森林組合の充実しているところなどに多 

くみられる。この場合'労働者と組合及び所有者の間には'さまざまな関係

きた。この結果, 組合の仕事に従事ずる労働者の組織化が必要となった。と 

のような過程を経て、組合事業と表裏一体をなす形で展開してきたのが.,森 

林組合の林業労務班である。

林業労務班を組織してし､る森林組合の割合は,45年現在で,56％であ

3.林業労務班 労働対策の第2方向の代表的なものとして登鐙してき 

たものか,森林組合を中心に組織されて・いる林業労務班である。協同組合と 

しての森林組合は,経営の零細性を克服する手段として意羨がある。そこで 

組合活動は,流通面の共同化から始ま:った。苗木や肥料の共同調達,素材の

が少なくなったことなどが,地域住民と林業経営の密接な関係を解きつつあ

る現2状.で労あ働る対。策の2方向 経営の労鋤対策は,､経営の内部事情やそれがお

｜労働かれ者たを環固境に定よ1ってけ,訪さ向まざ…ま.な方こ向…が…ある通。年その雇第用’がは,可､能経営な単よ位に'林“業

行に伴って,組織を中心とする組も次第(≦変化するとともに,労働者調達の ,’ 
機能も弱まってきた。 ’｜

しこかれも'作二業対適し期てに,か育な林‘作)業のは融,通そ性のが技術あ的る性た質めよ,り農,業仕そ事のに他季の節仕性事がとあ組りみ,合せ｜ 

|I 
蔑薑艤蓋菫撫菫駕皇皇鰊蝿撫駕撫’’｜｜

組織と,伝統的な技能に支配され為ことが少なくなってきた｡しかし,まだ,｜

経。験高と技‘能,に頼作る業部分鋤が…かな、り若残さ年れ者,し‘か二も,対不上便な…山加間地:で乏の,し危い険性｡紬民主化雌｜蕊二葉懲雲堂鐵李翼雪鰯雲脳芋域全体｡林ゞ

｜|’
’’
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難になりつつあることであり,いま1つは,林業経営の後継者の讓成がむず 

かしくなってきたことである。ここでは林業労働の確保.育成という点につ 
：：

いて述べる。

,.育林労働と伐出労働 林業労働者確保という面から林業労働をみる 

と,伐出と育林とでは性格を異にする。

伐出作業は,その技術的性質より,数人の労働者の組を単位に進められる 

場合が多く,かつ,伐採より搬出.貯木に至るまで,仕事が連続するため, 

専門分野に分化する傾向が強し､。従って,一定の作業地で年間通して雇用さ 

れるほどの大規模経営の場合を除いて,専業伐出労働者は,新しい蕊 Q業, 地を 

もとめて広範囲<二移動する。これまで,この作業では,混験が尊重され,そ 

れに応じた賃金較差も生じていた。近年,機械化が進んだため,旧来の労働

0つ・

、、､棚炭勤消な費どのに減よ退を・契て機,に農急業激(の二繁薄忙れ度てをきた霞｡しざてらき(た二た,都鐘市’や育他林産作業へ業のに出出稼畭ぎ裕I溝‘ してい愚｡霞た｡‘労柵当‘』の労働者数憾約‘‘人で議為｡表－.｡＊
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うに,通年雇用の困難な、育林班が教の上からいって圧剴的に多く,伐出と 

育林をかねる労務班は僅少である。また,労務日洩も年間60日にみたない

ものが半数近くを占めてし､る。

図－8 森林組合の労務班組織状況
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資料：林野庁「森林組合統計」

林業として成熟した,し､わゆる伏期に到達した林分の多い地域での林業労 

務班は,概して通年的雇用を達成してし､るものが多い。しかし,林業が未成 

熟な段階にある地域や稜雪地楕では,これが困難である。また,このような 

地域では,林業労務班として専業的な労働者を確保するよりも,農業その他 

の雇用を,地域全体で調整する淡能を持つことが要請される。森林組合の労 

務班のこれからの展鮒1二ついてば,いるし､・うな問題はあるが、今後の林業を 

担当する1部門として,期待されるものが大をいっそのためには,森林組合

表－6 森林湿合労務班の就労事業別推移

は,さきにあげた労働者の生活の安定・向上の諸施策に加えて,仕事の範囲 

を拡大して通年化を促進すること,組合として設備投資を活発にし,労働者 

の技術の訓練に当ることなどの諸対策が必要である。

第3 販売市場の育成

これからの林業経営は,増大する木材需要に対応しながら,一方,めざま 

しく進出している木材代替品との関係を考慮しながら,健全な木材市場を育 

成してし、くことがますます大切となってきた。

1. 産地形成 木材市場の育成には,まず,ただ単に既往の販路を確保 

するという消極的な対策よりすすんで,積極的に林産物の新しい市場を開拓 

すあことが必要である。し､わゆる,マーケッティングというのは,市場調査 

によって需要に見合った製品を作り出し,広報宣伝によって,販売を促進し, 

生産者と消費者とを,商品の売買をめく←って結びつける重要な経営活動であ 

る。このような仕事を経営環境形成の分野として取り上げたのは,生産が,

一
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資料：林野庁「森林組合統計」

年次

伐 出 造 林 伐出 造林

班班 数数 労務者数 班 数｜労務者数 班数 労務者数

39 1,09 0 8,838 1,252 119,130 375 4,233

40 1,19 3 9,740 1,651 23,867 457 4,605

41 1,354 10,51 7 2,065 28,513 524 4,930

42 1,870 13,95 0 3,287 44,139 499

載

5,215

43 2,048 14,50 1 3,620 45,576 644 6,999

44 2,04 7 14,30 8 4,071 46,482 586 6,350

4455 22,,0403431133,,55010144,,2233444466,,11552215577995,57,37322,

「－－~ ~‐



集中かつ,大抵に行われる一般の大企業の場合とは異なり,生産が,分散, 

かつ少量<二なされる場合の多い林業経営では,地域単位にまとまって,産地 

形成を図るという目的で,マーケッティングを行うことが必要とされるから 

である。従って,マーケッティングの過当者として,森林組合をはじめとし, 

経営のし､ろし､ろな組織化がもとめられることになる。

布場調査や新製品の企画は,消没の型や技術水箪が目ざましく進歩してい 

る分野ではとくに必要である。長期事業でああ林業では,これらの進歩に適 

合.してし、<場合が多し､。しかし,建築材や紙バルブの需要は,景気の動向や 

経済政策の方向に敏感<二反応すぁものであ為から,短期的には,経済予測や  

市場販調売査促<進二‘もと二づつくい生て産計鰺画‘の木樹榊立,が求≧め…ら引れ脚る。､て不足物資であ…‘殆’ 
んど関心が払われてし､なかった。しかし,例えば,近年目ざましく普及して 

きた森林組合(二よあ素材の共同販売が,その地域ではし､ままで殆んど市場性 

をもたなかった間伐材や, ffL｣.1'<莱樹材の利用を可能にしてきていることや, 

また,生シイタケの共選一販売が,,その地域の産地化に果した役割は大きい。 

販売促進'二よって新らしく市場を開拓した分野にかぎらず,一般建築用材な 

ど,従来から販路をもっていた商品:二ついても,諭極的な販売対策が期待さ 

れるo

’例をあげよう。ある新興林業地におし､て,材質の向上をめざして枝打ち 

の指導がすすめられた。当地方は長らく電柱材を供給していた関係で'枝打ら 

を実施していない林が多く,従って,枝打ち材に対する評価が低かった。と 

くに製材品Iこしないと,その効果を判定できないため,枝打ちの普及は停滞 
しがちであった。そこで,森林組合が,枝打ちを実施した林分に対し,証明 

書‘を発行すること<二な・った。これは生産者が消費者に対して,製品の信用渡 

得を目的とした適正使用の指示書のようなものである。

優良材(二は,一般に,長年の間(二,需鑿者が産地の材質の特長を認知して 

名付けたものが多い。しかし,今日の産地形成は,生産者が績極的に生竣材
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の特長を宣伝し,適正な用途に配給していく活動が要請され､ている。

2. 木材流通の近代化 木材が消費者の手に渡るまでの道すじを販売径 

路というが,この分野(二も改善を要する点が多い。建築用材についてみる 

と,大部分は林家の小規模生産であり,それが個人住宅の小規模消費と結び 

ついている。従って生産者から消費者に至るまでには,多くの業者の手を経

ることになる(図－9)。 、、

生消

産費

、

図－9. 木材の通過経路

市売問屋一消費地仲買業者二､小売業者一建築業者一消費者のような 
流れが考えられる。しがしこ汽危,っの場合で,製材業者が伐木業者を兼ね 

るもの,森林組合の共販市場を利用する場合,建設業者が小売りより直接購 
：‐：』.‐

入する場合など,さまざまな流れがある。

そこで,これら中間業者の手をはずして,なるべく消費者との経済的距離 

を縮めることが必要ではあるが,容易でない。その理由として,①林木には 

さまざ.まな形質のものがふくまれてぃ為から,伐出後,製材されるまでに用 

途別に仕訳<ナる必要がある.。②«私有林では,とくに林地が零細で,分散して 
I
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いるから, 集荷機能が必要とななる。①③建築に使用される木材は, 形量 ・品質 

と も に多種多様な ものが要求される ので,消費地においても, 集荷 ・仕訳機 

能が要求されるととなどが考えられる。従って, こういった技術的な性質に 

さからう ことなく,販売径路 を合理化する ことが必要である。

戦後,生産地と消費地とで市売り によ る取引が地加してき た。これは, 集 

荷し, 仕訳する機能を競売を伴いながら行な っもので, 建築 用材の取引 と し 

ては, 発達した形態である といえる。最近ではより進んで, 産地又は 消費地 

の業者が集団で, 木材七 ン ク ーを 開設す るよらになった。こ こ では, 建築 ﾡ 

材 と しての木材のみな らず, 軽量型鋼, アルミサッシ,塩化 ビ= ール製品等, 

建築に必要な木材以外の諸材料ま でも取扱っている。

このよらに, 木材流通の近代化がすすめられてきたのは, 林業経営者 や 木 

材業者の努力によ るところ も大き いが, 外材を取扱 う商社や,木材以外の建 

築資材を生産する業界が組織する流通径路に刺戟された面も大き い。その結 

果, 今まで利害が対立しがちであった林業と林産業を結びつけ, 木材生産業 

として, 合理的な 組織化 を図る ことが,林業経営のマー ケッティ ングの課題 

と して登場してき てい るのである。

また, 用材規格の普及につとめるととも木材流通の近代化に寄与する。木 

材には農林物資規格法にもとづいて,用材規格をはじめ,商品別に規格が定 

められている。しかし木材質は樹種, 品種は もちろん,立地や施業方法によ 

って者し く 異なる こと や,建築様式にま だ地域差がかなりあるため, 規格に 

よる取引が容易に一般化しない。しかし, 大量生産 - 大量販売の体制をと 

っている木材以外の建築材料と競争するためには,規格による取引を普及し 

なければならない。

第4 林業技術の進歩

技術進歩には,2.つの意味がふくまれる。1は, 技術の高度化という意味 

で,生産が飛躍的に増大したり, また労働能力が著しく高まる場合をいら。

は, 既に開発 •利用されている技術が,より低い水準の地域に普及してい 

くことによって,その地喊の生産の増加や能率の向上に役立つ場合をいう 。 

ことでは, 技術の高度化と技術の普及を合わせて技術進歩と して考察する。

1 林業技術の経営的性質 技術が林業経営に与える効果,すなわち, 

ﾡ術の 目標に関 して区分する と , 技術が生産量を地加させる機能をよ り多 く 

持つか, あるいは, 労働能率を増進させる機能をより多く持つかによって, 

増収的技術 と 能率的技術 とになる。

増収的技術のなかにも,性質のちがった2つのものが含まれている。その 

1つは, 一定面積の山林から, より多くの林木を生産するととを目標にして 

いるもので, 品種の選抜, 施肥技術の改善,品質向上によ る収入の増加をね 

らう技術などがこれに入る。これらの技術は,単位面積当たり,より多くの 

労働や資本財が投下されることから, 増産的増収技術という。

その2は, 林道を延長して未開発林分を利用の対象にしたり, 低質広葉樹 

林を有用樹種に林種転換する技術などで, 経営にとって増収効果があること 

は増産的地収技術と同一でも, 採用される技術には相異がある。この技術は, 

林道の数設, 伐出の機械化, 積雪寒冷地帯の造林などを内容とするもので, 

林業生産の対象区域を拡大する ととから, 開発的増収技術とい り。

能率的技術は,労働を節約することを目標とするが, これには機械や薬剤 

ななどの資本財を用いる方法と , 作業の仕組を改善する方法などがある。

以上のよ 9に, 増収的 - 増産的 ・開発的 - 技術と能率的技術とは, そ 

れぞれちがった効果を経営に与えるものである。しかし, これらは, 必ずし 

も互に対立する ものではなく,経営の実状に応じて, 適当に組合わせること 

に上って, 経営改善に役立て得る ものである。

林業技術には, このほかにも,つぎのような見方がある。

林業には,苗木の生産から植栽, 手入れ,収穫は至るまで, さまざまな技 

術が用いられている。とれを大き く分けると, 苗木や林木など、, 有機物に働 

きかける技術と, 林道工事や搬出など, 無機物を対象にする技術とがある。
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前者を有機的技術, 後者を無機的技行とい う e 有機的技術は無機的技術に比 

べて, 対象の状態に影響される と とろが大である。と く に林業では, 林木の 

生育期間が長 いととから, 林木その も の に働 き かけ る 有機的技術の果たす役 

割が大き い。

林業技術が具体的にあらわれるのは, 機械や肥料などの物の形をと る場合 

%あるが, 機械の運転の仕方とか施肥の時期や方法といった, 物の形をとら 

ない場合もある。前者を有形的技術, 後者を無形的技術といら。有形的技術 

は, 具体的に認識されるので, 技術進歩のあとづけをするととは容易である。 

一方,無形的技術 は,対象と手段とによってさま ざまに変化するので, その 

効果の判定が困難な ことが多 い。林木技術には無形的技術に属す る ものが大 

部分を占 める。

2. 技術研究の課題 技術水準を高度化するためには,林業に関する試 

験研究の推進が必要である。

農林省林業試験場では,東京に本場, 北海道,東北, 関西, 四国, 九州に 

それぞれ支場をおいて, 林業に関する基礎的, 応用的, かつ, 地域的た課題 

に取り組んでいる。また, 大部分の都道府県では,林業に関する試験研究機 

関を設置している。そのほか, 大学,その他の研究機関でも, 多様な研究課 

題に取り組んでいる。

いま , 農林省で,重要課題 と して取り 上げているものの 9ちで, 林業経営 

に直接関係する ものを,さきの技術分類にょ って整理すると以下の通りであ 

る。

A 増収技術 ・

A!l 増産的増収技術 ..

② 林木育種 - 早期検定法の確立及び成長量増大, 耐病性育種, 材質向 

上育種

⑥ 密度管理 - 各生産目標に応じた保育形式, 密度管理指針

© 林地肥培 - 成木肥培,省力肥培

① 病虫獣害防除 - 被害発生の予知法及び合理的防除法

© 森林施業法 と 地力維持 - 除草剤, 全木集材,短伐期皆伐によ る地力 

維持対策

① 林地の複合利用 - 林内放牧

@ 特産物栽培 - 品種の選抜, 雑萌防除

A2 開発的増収技術

③ 林道開設 - 設計施工基準,合理的な林道密度

6 高冷地 ・多雪地の更新 - 稚樹の発生 •生育条件の解明

② 適地判定 - 主要造林樹種と土壌条件,病虫害の発生環境,土地利用 

区分に もとづく 立地区分

@ 木材の高度利用 と 付加価値の増大 - 樹種別材質評価基迎' 本材の難 

燃化, 新材料の開発

© 加工技術の開発 - 木材の切削 ・接合加エ, 商収率, 高品質のパルプ.

フ 7 イ パーボー ドの製造

① 低質材の有効利用 - 未成熟材の利用,活性炭製道

B 能率技術

@ 林業機械- 遠隔 目動制御方式集材機の開発,林業用車両の開発

6 作業 - 機械作業の安全確保

② 除草剤 除草剤の効果,土地生産力, 森林生態系への影咨

o その他 .

③ 森林菩積, 成長量の効率的把握

6 木材製品の標準化,規格化

© 国土保全, 自然保設と環境の保全

3.技術普及の現状 試験研究機関で実用化の段階に入った新しい技術 

を指導したり, 先進林業地域において, すでに実行に移されている技術を後
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進地域 に普及していく仕を 林業 改良 普 及 業 とい い,農林 省 の 重要な 行政 

事項とな っている。

林業改良普及事業が行政上,組成的に取り上げられたのは, 昭和2 4年か 

らであるが, それ以前にも,地方庁や, 国有林において, 林業相談に応じて 

いた。 .

現地で林業普及にあたる顧員を林業改良指導員 とい い,都道県庁に勤務 

し.,専門的な技術を普及するとともに, 改良指導員の指導に当たっているも 

のを専門技術員とい う。これは,経営,機械, 造林, 特産, 保護,木材加工, 

林産化学, 普及方法の 8項目に分科している。以上の林業普及業務組織を一 

覧にしたものを掲げる。(図- 1 0 )

普及事業の発足当時は,戦後の荒廃森林の復旧, 災害の頻発等の理由で, 

愛林思想の普及や, 林地の生産力増強に関するテ ーマがと り上げられていた 

が, 次第に普及対象が林家にしほられ, それらの所得向上に結びついたテー 

マが脚光を浴びてきた。4近では, 農林業の構造改善事業や,山村振興事業 

など, 地域振興対策と関係の深いテ - マに関心が寄せられている。

普及事業のこの ような 進行 に ともなって,指導を うけナる側に もさまざまな 

集団が生れ, 普及事業と関連を もちながら,林業技術の進歩のために寄与し 

ている。以下,林業研究会についてみるととにする。

4. 林業研究会の現状と問題点 林業研究会は, 会員各自の経営内容の 

向上をはかる目的で, 技術の研究や経営情報の交換, 先進地の視察などを組 

織的に行なっている。とれには, 府県単位の ものか ら,部落単位のものまで, 

大小さ まざま である。昭和 46年4月 現在で, 団体数 4,230, 会員数 1 3 

4,。 0 0人となっている。

との組織の特徴は , 個 々の経営者の自主性を全 く そこなう ことなく,経営 

の発展に必要な知識を らるととな どのか, よ り結合度の高い協同を生み出 

す母体 となり らることである。例え, 下刈 り の 労力 不足が問題 となってい
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る場合には, 研究会のプロジェクトとして, 下リの活用方法をとりあげ, 

その結果と して , 下刈機の共同利用 をはかる よ うになる ことが しばしばある。 

また, お互いに技術 を 研究 し あ っととによって, おのずから, その地域で実 

施される技術 が統一され,ひ とつの秩序ある林業地が形成される方向に向 う 

こともありうる。さらに社会的な効果としては,林業経営の後継者の育成を 

側面から援助する機能のある ことが重視される。とのととは, 研究会活勤を 

通じ, 若い後継者たちが, ともすれは孤立しがちな生活環境の中にあって, 

連帯意識をつよめると とにょ って果たされる。農山村から の人口流出 がはげ 

しくなればなるほど,そこに踏みとどまって農林業に従事する人たちをつな 

ぐ 研究会 の果たす意義 は大 となる。

この上 らな役割をにな ら林業研究会は, その運営に多 く の問題をかかえて 

いる。さきに示したように,団体の数とそ多いが, 活発な活動をつづけてい 

るるのは少ない。このことは, 30才未満のもので構成されている青少年林 

業研究 会が,近年減少 を つづけ,昭和4 6 年現在では ,348 団体, 4,881 

人にすぎな いこと にも現われている。

このょ らに, 組織活動が活発 で な いおもな理由 としては 次の ような ものが 

あげ られ る。

1) 会員の山林の保有規模や経営内容に幅があり, 研究会活動に対する関 

心の度合 い, プロ ッニク トにちがいがある。青少年林業研究会 を除け, 会 

員の年令 に も 大き な幅がぁ りすざ, 研究会活動 の主力 とな るはずの若い会員 

層の発言力が充分でな い。

2) 研究会は熱意ある指導者を得てはじめて活発となるが, そのような人 

は,地域のいろいろな分野でも活動しなけれならないととか多く, 研究会 

活動に打ち込みに く い。

3) 林業技術の主体を占める育林技術は, 概して成果の判定に長年月 を要 

するか りでな く ,成の判定-の も の も むずかしい。

これらの理由には, 級の改変や運営方法をかえる程では,活動を活発

することはむずかしいものがある。しかし,近年のように,林業経営をめ 

くる情勢がき びしくな って くると, それに対応して,経営者の集団の力に頼 

らなけれな らな い 面がま すます多 くなってくる。従って,森林組合など と 

ならんで, この組敏の維持,発展をはかるととが大切である。その対策とし 

て, 次のよ ○なこ とがある。

1) 年令,経営内容等について, 大きな差がない人々の組織とする。その 

さい, 組織作りの範囲は, 部落や市町村にこだわらない方がよい。.

2) たんに集ま って話し合らだけでなく, 研究の場と して, 共同で苗畑や 

造林地を作ったりするととろまで活動の場を広げてみる。これによって,会 

員の連帯感を深めるかりでな く , 産地形成の基礎 を築く ことに も なる。

3) 林業が比較的遅れている地域では, プロジェクト として,木材生産に 

関係したととかりでなく,シイタケ, ナメコ,クリなどの ように短期間に 

研究結果が収入増とな ってはねかえって く るものをとり入れることが有効で

ある。

4) 地域内, あるいは他地域に ある類似の組織との交流を積極的に図る。

第5 林業経営の組織化

個々の林業経営が, きびしい経営環境に働らきかけるには, 利害関係者が 

一体となって協同化を進める必要がある。しかし, 林業ではさきにみたよう 

に,経営形態や目的にさまざまなものがあるため, 利害 を 共に する 集団 を組 

織する ことはむずかしい。そこで, ここでは この困難な課題を達成するため 

の条件をさ ぐろう。

ーロに協同化といってる , 協同する 対象や協同化 の程度によ っていろいろ 

な区分ができ る。簡単な ものは,隣地の所有者と同一日にﾡ林をす るという 

ととも, 協同といえる。めいめいが, 別々に苗木や労力を調達し, 自己流の 

方法で造林したとして%, 同一日 に,一緒に植林するととによって, この 2 

人の経営者の間に,共同して林業を行ら契機が生れるたら, 一種の協同化
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であろう。もちろん, 林業選営の全分野にわたって協同する ものに比べる と, 

非常に程度の低い協同化ではあるが, 多様性の大きい林業経営の現状に即し 

て判断すれ, 協同化の程度や形強 より %, 協同化に対する経営者の意識を 

まず重視しなけれならない。

協同化を推進するといら立場からみると, 林業独営の対外関係には,つぎ 

の2つがある。第1に,経営が調達 - 生産 - 販売の過程を通じて外部と 

接触するとき に, 利害関係を生ずる相手がある。例えば, 育林海営者にと っ 

て,苗木業者や出業者は, 個別的にみると利害相対立する関係にある。第 

2に, 国家をはじめ地方公共団体や森林組合などは, 物的,技術的援助を経 

営に与える反面, 税金や賦課金をとるという関係にある。との関係は, 第1 

の関係のよ っな特定の経営間の個別的な利害関係ではないが, どちらかとい 

え. 一般的かつ直接的な関係にある。

第1の関係については, 利害関係を共にする経営が相たずさえて, 規模を 

拡大するととが必要である。-なこに, 協同化とはこのよ うな活動をさす。す 

なわち, 同種の経営,例え, 林家が互に共同して,購買 -生産-販売 

の一部または全部を集団で行ない, 経済力を強めて,関係する相手と対抗す 

るととである。小規模林業では, 生産が連続 しない場合が多いから,このよ 

らな協同体勢をとるととが困難である。そのため, 森林組合のよ うな組歳を 

地域単位につくっておき, これによ って,小規模生産の不利益を排除する必 

要がある。

同種の経営が協同するだけでな く,相対抗する関係にある経営が相たずさ 

えて, 組織力を強める こと も大切である。例え, 林木を売買する場合, 林 

家と伐出業者とは, 短期的には,互に利害相反する関係にあるが, 長期的に 

は, 両者は,共存共栄の関係にある ことが望ましい。そのためには, 異種の 

経営の間でも, 両者の利益を永続的に高めていく よ う な 組織化が必要に なる。

第 2 の関係については,同種, 異種の区別にかかわらす,利害関係を共に 

する経営が集団で,民主的な方法によ って世論を喚起しながら,利益を大さ
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くする ような級織を作る必要があ る。これらの組織は, 市町村や府県などの 

行政単位ごとにま とまり,最終的には全国的な組織になるこ とが望ま しい。 

林業界では森林組合が代表的なものであるが, このほかに,苗木生産者, 木 

材業者, 製材業者などの組織がある。これら林業関係諸組織の課題は,相互 

の利害調整だけでなく, 組織の関係する地域全体の振興のためにも, 調整を 

計ることが必要である。

このよに, 林業経営の組織化に当っては, 同種の経営は もちろん,相関 

連する経営間の組織化を通じて,林業界全体の繁栄と,また地域社会との関 

連を通じて, 地域の振興と結び合 う 配慮が必要である。

第4節 林業経営の分析

第1 経営分析の目標

経営分析の目的は一定期間の林業経営活動を総合的に判断して, 今後の林 

業経営改善のための資料を得る ととにある。分析 の対象 とな る林業経営活動 

二は, 労働力や資材を調達する過程,それ らを結びつけて現実に林産物を生 

産する過程, さ らに各種の生産物を市場に販売する過程と, 大きく3 ?に分 

けられる。従って,総合的判断のためには, それぞれの諸過程が適切であっ 

たかど うか,さらに, 過程間の調和が 保たれていたかどうかを検討 しておく 

ことが必要である。また, 第3節で述べたよゥに,経営環境に対する適応の 

仕方や, 働きかけ方の適否も重要な検討課題となる。

経営活動 の分析 結果を 計画や実行に反映する場合に も,それか主として, 

経営の意志決定や仕事の実施を ど, 経営を担当する人や仕事の組織の問題か, 

或いは土地,森林, 林業用諸設備等, 人が働きかける対象や手段の問題かに 

よ って検討する 領域 と方法 とがちがって く る。

営活動を総合的に判断するととは, 広ﾡU, かつ故維な問題である。最 

近まで, 主と して会計記録に も とづく 資料を中心に経営活動を分祈してき た。
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里 有林 や 公有林で は ・ 公共 の財産を 理 しているため, ま た法 人組ﾡの林秀 

さ宮では, 関係者 に任営 の過程 を報占する>こめ,会計上の記録が義務つけら 

れている。税務の必要上, 諸ﾡの迷営記録を輩備している林業ﾡ営も多い。

'従ってこれらの遅宮では,会計上の諸記録を利用して分析し, 経営診断の材 

料にしていた。しかし, 地近多 くの企業では, 署 し く発達した電子計算機等 

を利用するととに上って, 質料の見業, 整理能力が飛躍的に高まった。そこ 

で,従来の経営分析よりすすんで, 広範囲にわたる経営活動を総合的に診断 

するこ とができ るよ うになった。

林業経営では,経営活動を左右する条件が著しく複雑であるため,まだ近 

代的を経営診断の方法が実用に供せられる段階に達していない。そとで, 本 

節では, 5～500ha 林家の林業継営 を対象と して,農林省が行っている 

林家経済調査によ る経営分析の方法を中心に述べる。何故なら, 第1節でみ 

たように,とれらはわが国林業経宮の中で, 数の上でも, 役割の上でも非常 

に重要な位置を占めて いる上に , 経営改善上諸種の問題をかかえているから 

である。

第2 経営分析 の手順

1. 分析の手順の大要 経営分析は普通次の 3っの側面からなされる。 

第iは, 静態的分析といわれるもので, 林業経営を柄成している資産につい 

て,その数量と性能を調へ, それらによ って合理的に経営が組み立てられて 

いるかどうかを検討する。第 2 は,動態的分析といわれるもので, 一定期間, 

例えば,1年間の経費の結果を投下された経営要素に関連つけて検討し, 適 

切な運営がなされたかどうかを判断する。第3は, 単位的分析 といわれる も 

ので, 経営の 目 的とする生産物の単位当 り ( 例えば木材 1m3 ) について, 

生産費 を調べ能率 を検討する こ とをいゥ。

2. 林家経済調査 出株省で,家た名済のﾡや, 林業迷営の収益性
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を調べる ため に,昭和 3 9 年よ りは じめ,約50 0 戸の林家を選んで, 遊済 

調査を実施 し た。

そのとき の調査対象は ,a)保有山林面積が 5〜50 haで, の)濃林業以外 

の事業をみずから営ます, (d保有山林の うち30 %以上が人工林であり , d) 

農林業を合わせて 自家労働を中心に経営 しており ,(e貴林業で生計を立て, 

保有 山林から の林業収入が焼業収入 を越えるか,ほぼ 同額である とい り林家 

であった。昭和4 3年よりは,地域ごと崎届ごとの代表性を持たせるため, 

標本となり う る林家を全国で1,4 0 0戸抽出するよら に改正された。ただし, 

保有山林面積は 5～500ha の範囲 である。

この調査は,林家に簿記記帳を依頼し,金銭, 林業用件材, 林業労働等の 

記録 を とる と ともに,星営山林の実査を行って,月別, 年別に集計し’ 林家 

所得, 林業収益,労働時間, 伐採,造林等の事業口等の推移を報告している。

第3. 林業経営の現状分祈

1. 林業経営資産の現状 林家の林業経営資産には, 次のようなものが 

ある。

A 固定資産

a) 土地 林業経営に用いられている所有林地及び貸付地など

b) 建物 林業用建物および住家

c) 構築物 林道・案道・炭がまなど

d) 機械 林業用の大機具

, e) 動物 林業に使役する牛馬

B 林木資産 目営山林に育成中のすべての林木

○ 流動資産

- a) 未処分林産物 林業の生産物で未販売のもの 

b) 林業 用 生産 資材 苗木・肥料・ 楽剤な ど 

c) 流通究産 現金およびこれにかわるもの
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D 負債 政府の財政資金や,制度金融による資金, その他銀行などか 

らの借入金や買掛金,未払金などをふくむ。

資産の現状を把握するために, 個々の資産について, 個数, 性能等の内容 

にわたって調べておく必要がある。また, 経営資産がどれだけの価値をもっ 

ているかを評定してお くことも, 経営を比皎する上で大切な こ とである。評 

価の方法はいろいろあるが, とこでは, 林家経済調査でとっている資産評価 

の方法 についてみる ととにする。

林家経済調査では, 原則として原価法を採用することにしている。即ちこ 

の経営資産の造成,または賭入に要した資用 を計算 し,経営資産の価額とす 

る。との場合,数10年も前にﾡ林した林木などのよらに, 過去の費用が不 

明なものについては, それを現在造成すれい く ら かかる か を見積 も って評 

価する。表-7は, 1 経営当たり の資産の現状 を 示した もので ある。

委一 7 林業経営 資産の現状 (総平均 )

種 目 数 量 価 額 種 目 数 量 価 額

土地

建物住 宅

納 屋 

倉 庫 

乾燥場

構築物 車 道

索 道 

炭ガマ

温 室

機械 モ-ター

エンジン

伐木機 

刈 払 機 

製材機

ワイヤローブ 

乾県機

1.8 11 a 

0.16戸

0 6 0 棟

0.0 7 ・

0.0 2 "

1 1.5 1 m

0.02基

0.0 3 標

} 0.03台

0.1 0 "

0.1 9 "

0.0 0 "

0.0 6 "

754 千円

\

・ 4 6

/

\

1 3

丿

1 7

自動車 

耕転機 

動物 牛

ほだ木 

人工林 ス ギ

ヒノキ

マ ツ

カラマツ

エゾ。ト ドマツ 

その他 

天然林 

未処分林産物在庫 

しいたけ原木 

林業用会材

0.12 台

8.0 m

547a

207 "

6 9 "

70 "

19"

18 "

7 86 "

」 千円

38

7,2 9 3

/

15

36

3

計 8.2 1 5

資料:ﾡ林省 林家経済報告(昭和45年) 以下表-13まで同資料Cよる。
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林家の林業経営資産の中では, 林木資産が大の比重を占めており, 約85 

%に当たる。従って, 林家の林業纖営は,林木資産を管理運営することによ 

って, 経営成果をあけてい く ものである といえる。そとで, 林木資産の構成 

を詳し くみてい く ことに しよ ○。

2. 林木資産の分析 林木資産の構成は, 質と量の2つの側面から見る 

必要がある。大部分の林家は, 天然林を人工林に転換し, 育林経営を指向し 

ている。従って. とこでは人工林率よび人工林の林令精成が, 質的な指標 

として有効である。また; 量的な指標としては, 保有山林面積や,人工林面 

積が用い られる。

権営資産に対する林木資産の割合と,h a 当たり林業資本額を保有山林階 

別に整理したのが表- 8である。

表-8 経営資産と林木資産

保有山林階層 経営資産 (A) 林木資産®
装備率 A

人工林 1 ha

当たり 資本額

ha 千円 千円 % 万円
5〜 20 5,3 9 5 4,6 78 87 60

20 〜 30 9,5 9 8 8,3 30 87 59

30～ 50 14,7 7 8 13,129 89 64

50～ 100 2 8,9 8 9 2 6,。 5 9 90 75

100～ 50 0 118,126 111,442 94 108

これに よると, 例えば, 山林を 30～50h a経営している林家では, 約 

1,500 万円 の 資産評価額にな り, この中 8 9 %が林木資産であると とがわ 

かる。また, 山林階層が大き く なるほど.,林業資本の割合は高くなり, それ 

とともに, 人工林 1ha当 だたりの林業資太額も増加している。
»・. • . ..

(1) 単位面積当たり林木資産額 ととで, 林木資産額についてさらに詳
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しい分析 をいく つかしてみよ う。保有山林面積が大き く なるにつれて, 林木 

資産の内容が充実してくるのは, 一般に大きい迷宮は, 早くから造林を開始 

したからである。しかし, 人工林1 0 a当たりの資産額は, 経営全体の平均 

値であるから, これで森林構造の内容を判断する ことはできない。なぜなら, 

一斉林でも, 多くの幼令林とわずかの老令林から成るものでも, あるいは林 

令構成の整ったものでも. 平均値は同じ値になる場合があるからである。従 

って, ha当たり林木資産額は, ごく 大まかに は 役に 立つが,資産の質まで 

も分析 しよう とするには不向き である。しかもとの値は, 資産評価をしない 

と算定できないので, やや手数がかかる。

h a 当たり林木資産額より,手軽な方法と して, 平均面積令が用いられる。 

これは,年令のちがう林分ごとに, 林令に面積を掛けて, その総合計を全体 

の面積で除しても とめる。この平均面積令 を林家経済調査の対象について計 

算 したのが表 - 9 である。

表 - 9 平均面積令 と別構成比

山林保有階層 平均面横令 手入期 保有期 利用期

ha 年 • % % %

5～ 20 1 5. 0 9 4 4 3 3 2 3

20～ 30 1 5. 5 2 4 5 3 0 2 5

30 ～ 50 1 5.9 7 4 5 3 1 2 4

50～ 100 1 6. 8 3 4 3 2 7 3 0

100～ 500 2 0.0 8 3 7 3 7 2 6

基 ¥ 林※ 2 0.0 0 2 5 5 0 2 5

(2) 森林資産の構成内容 単位面積当たりの林木質産額や,平均面積令 

では明らかに しえな い林木資産 の構成を分析するには,山林を, 手入期,

米 とこでいら準林とは,図一6の(b)2:てあたるもので。 1年生から伐期までの林分が
等面積 ずつ配置され ているも のをいう。この表の場合は伐明 4 0年と想定している。

保有期および’利用期に区分 し,それぞれの占める面積割合を調べる。これを 

期別構成比とい う。

手入期にある林分とは, おおむね10年生未消で, 下刈り等の手入れをな 

お必要とする もの。保有機にある林分とは, 下刈りを終え除伐期にある, お 

おむね1 0～3 0年生のもの。利用期に ある林分 と は.,収穫が可能となった 

おおむね3 0年以上のものをいう。

表- 9は, 林家経済調査の対象林家の保有山林並びに基進林の期別構成比 

を示したものである。この基準林を, かりに経営改善の目標であるとすると, 

現実の林家では, 全階盾 を通じて,手入期の林分の割合が大きすぎ, 保有期 

および利用期の割合が小さすぎる。

(3) 林木資産の変化 林木資産は,年々目己増殖によって, あるいはﾡ 

木林の林転な ど によ って増加する一方, 伐採な どによ って減少する こ ともあ 

る。そこで,年度始めと年度末に林木資産の評価をして,両者の差額を求め ’ 

その年度 内 の林木 資産の増減額 を 知る必要があ る。

また, 年度内増減額を年度始在高で除したものを,林木資産の増減率とい 

ら。この増減率は, 経営資産充実化の速度を示すもので, 例えば, 林種転換 

の過程にある経営間の比校などには,有効な指標である。

一方,林木資産の利用の活発さを知るには,林木質産の変化率や林木成長 

額の内部保留率が有効である。表- 1 0にょると, 林木資産の1年間の変化 

率は, どの階層も9前後で, 山林面積と比例していない。つまり, 資産の 

増減率が,人工林の大きい階周で小さくなるのは, 林木資産の利用率が低い 

というよりも,他の階層に比し伐採度が多いために,年度末の資産額が小さ 

く な ったのである。

いま まで述べてきた分析の方法は,年度内の途中を考慮に入れず, 年度始 

め と年度末の 2時点の変化と比率の分析, すなわち静ﾡ的分析 と呼ばれるも 

のである。
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表-10 林木資産の変化 率

山林保有階層
年度始

在 高

年度内

増 波
増波率 成長額 売却額 交化額 変化率

成長額 
の内部 
保留率

ha 千円 千円 % 千円 千円 千円 % %
5～ 20 4,678 235 5.0 34 9 11 5 464 9.9 6 7

20 ～ 30 8,3 3 0 3 82 4.6 5 8 1 178 759 9.1 6 9

30 ～ 50 1 3.1 2 9 633 4.8 9 1 4 30 3 1.2 17 9.3 6 7

50～100 26,059 1,/1 3 4 4.4 1,7 4 4 600 2.3 4 4 9.0 6 6

100～ 500 111,4 4 2 4.8 6 4 4.4 7,。 0 9 2.11 0 9,11 9 8.2 7 0

注. 成長額 と は, 過去 1 年間 の林木価値 の 増加n分 をいら。林家 経済調査 では, 1年間に おけ 

る育成中の林木に付加された原価を も っ て成長額と している。
売却額とは, 実際の取引き額でなく,却した林木の育林費用照積額をいう。

変化額とは, 成長額に売却額を加えたものをいう。
変化率とは. 年度はじめの林木評価額に対する変化額の比をいう。

成長額 の 内部保留率 と は ・ 成長額に 対す る 成長額 と 売却額の差価 の比 をいへ う。 
いう。

第4 林業経営の成果

1. 経営成果の計算方法 資産の評価・分析とともに, 1年間の林業経

営の成果を計算し分析する ことは, 経営の改善点を見いだすための重要な手 

順である。林木の生育には長い期間がかかるため, -般の経営のように,1 

年や半年ごとの短い期間で, 損益を明き ら かに しよう として も,正確には把 

握できたい場合が多い。しかし, 年々変動する経済下にあって経営するため 

には林業で も 成果分析を行い, 過去の反省の上に新しい方針を樹立する必要がある。

林業経営の成果は, 林業所得および林業細収益と して把握される。

林業所得 =林業粗収益 - 林業経営費

林業純収益=林業 所得 - 家族労 賃見積額

林業ﾡ収益=林業ﾡ金収入十林業生産物家計消費額十未処分林産物増加額 

+ 林業 生産 資材 在庫 加額 +林木成長額

林業経営費=林業現金支出+»価償去費 +未処分林産物在ﾡ減少額+ホ業
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生産 資材在庫減少額 + 主伐林木減少額

こ こで林業現金収入 とは, 過去 1 年間に生産した林産物の販売収入額であ 

る。この中には, 立木売払代金をはじめ, 素材やしいたけなどの売上げ代金 

が含まれる。

林業生産物家計消費額と は, その年に生産した林産物の中で, 家計消費さ 

れた ものの見積額である。

未処分林産物増加額とは, 素材, 木炭. しいたけなどの林産物在庫品が, 

年度始め価額に比べて増加 した価額をい う。これは年度内生産物の中で販売 

しなかった分であるから, その年の粗収益に入れるわけである。当然の結果 

として, 林産物在庫の減少額は林業経営費に含まれる。

林業成長額とは,表一 1 0の注で説明したものである。林家経済調査では, 

これをその期間の収益とみる考え方に立って,会計処理を行なっている。そ 

こで, 林業純収益を求めるには, 林木売上げ代金の中に過去の育林費用が含 

まれてい るか ら ・ 当然伐採年度 の伐採収入よ り主伐林木の原価を経営費 と し 

て差引かねばならない。例え, 造林木を2 5万円で売却して, その林木の 

原価が1 5万円で, その他の費用が 2 万円であったとすると, 原価は, すで 

に各年度の収益 として計上済みであるから,25-(15+2) =8万円が 

その年の林業収益 となる。

減価償却費 とは,建物, 林業用機械, 器具など,償却を要する資産の 1 年 

間 の減耗額 を 見積 も った もので

資産価額 廃棄価 
償却額 =- --------------

耐用年数

と して求め られる。

林業生産資材在庫減少額とは,年度始めの価額から年度末の価額を差し引 

いた も のであ る。

主伐林木減少額 とは,先に述へた, 主伐した林木の評価額である。

林業所得は, 林家が林業経営によ ってえた成果である。しかし, これには
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林木成長額の評価額が含まれているので, これは必ずしも その年に収穫でき 

る金額 とは限らない。とれが, 他の一段の遥営 と異なる ところである。

林業ﾡ収益は, 林家の林業継宮が, 一般の企実を営のように, もっら周 

用労働をもって営まれると想定した場合の迷営成果指標である。従って, こ 

れは, 他企業 と比較する場合に有効である。これに対して,林業所得は, 林 

家の林業経営自体の成果を判定するのに有効な指標といえる。

2. 林業所得と林業純収益の構成 林家済調査(に"ついてみると, 林業 

所得は, 保有山林面積の大き さ に比例 してい る (表-1 1 )。しかし, 林業 

所得率は育林や伐出の技術の性格の差を表わすが, これには階層差が見られ 

ずに70%弱で・ ほぼ一定している。

表-1 1 林業所得および 純 収益

米 ...さ 林業所得
ホ美所イ - 林菜冠雇益

米 林業を所得 と 同 じ傾向 で増加 してる。

山林保有階層 ha
5～20

ha
2 0 〜3 0

ha
3 0 〜5 0

ha 
50～100

ha 
100～500

1 戸当た り平均 
山林面積

ha 、1 3 (100) 2 5 (192) 3 8 (292) 6 9(530) 2 1 3(1638)

林業粗収益
千円

656 (100) 1,05 1(1G0) 1,5 8 5(241) 3.1 9 8(487) 11,257 (1716)

" 経営費 2 33 (100) 3 2 8 (141) 5 52(237) 1.2 .1 3(533) 3,870(1661)

"所得 4 2 3 (100) 72 2 (171) 1,。 33(244) 1,9 5 5 (461) 7.3 8 6 (1746)

家族労•賃見お額 1 0 4 (10 0) 1 3 0 (125) 1 4 4 (139) 1 56 (150) 106( 102)

林業納収益 3 1 3 (100) 5 7 6 (184) 870(277) 1,7 6 3(562) 6.9 9 0(2233)

林業所得率
% 、

6 4 (100) 6 9 (108) 6 5 (102) 69( 95) 6 6 (103)

1 入当たり林業 
所得

千円 、

7 8 (100) 1 2 9 (16 6) 18 4(236) 3 49(447) 1,328(1703)

人工林 1ha当た 
り 林ジ所得

6 0 (100) 5 8 (97) 5 7 (95) 6 3 (105) 80 (133)

調査林ﾡの世員は, 平均して1戸当たり5.5人で, 各階層 を通じほ とん 

ど差がない。 そのため, 仙の林家や他産業に従事する世帯との北較に用いら 

れる世帯員 1 人当たりの林業所得は,林業所得と同じ傾向で増加している。人 

工林 1 h a 当たりの林業所得は, 6 万円程度で階層差はほとんどみられな く 

なる。これらのことから, 林家の林業謎営を, 山林面積階層別にみれば, 

階層間に生産の技術的な構造や能率に顕著な差がみとめがたいといえる。

林業純収益は, 林業所得と同様に, 経営規模が大きくなるにつれて増大す 

るが, 林業所得よ り控除される家族労賃見積り額が規模に比例して大き くな 

らないため, 階周差は, 林業所得より一ﾡ顕著にあらわれている。

3. 林業所得及び林業純収益の分析 さらに, 詳しい林業経営の成果を 

分析 する ための参考 としていく つか の指標を例示 し よう。

林業所得は, ①土地, ②労働力,③資太, ④経営管理の働き によ って得ら 

れたものであ るから , それらが林業所得にどのよ うに 貢献 し たかを計算する 

必要がある。表- 1 0 で,人工林面積が小さい場合は労働報酬と資本に帰属 

する所得の差は少ないが, 面積が大き くなると 資本に帰属す る分が者し< 多 

くなる。土地に帰属する分は,資本に帰属する分と同様な傾向を示す。経営 

管理の働き に帰属する企業利潤は,人工林面積が大き くなるにしたがって, 

面積の割合以上に増大する傾向がある。

また, 林業経営に投下された,土地 ・労働 ・資本の能率をはかる指標とし 

て,①人工林 1 0 a当たり 土地 に帰属する所得,③ 1 日当たり家族労働報酬, 

③資本収益率などがある。①は林業を営における地代, ③は労賃, ③は資本 

の利廻 ・ をは かる 尺度で ある。

①と③は人工林面積の大小にかかわりない値を示すが, ②は面積が大き< 

なるにつれて增加する。
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林業所得と林業純収益の分析 林分別に配分表-12

山林保有階層 5〜20ha 2 0 〜30 30～50 5 0～1 0 0 100～500

林業所得 423(100) 722 (171) 1033 (244) 1955 (461) 7386 (1746)

土地に帰属する分

資本 "
家族労働 "
経営管理 "

75 (100)

314 (100)

174 (100)

64 (100)

161(217) 

582 (185) 

281(162)

135 (211)

214(288)

8 76(279)

386 (222) 

182(286)

464 (622)

1777( 56 6)

599 (345)

407 (639)

1632 (2176)

7222 (2300)

1680 ( 966)

1266 (1978)|

山林 1 ha当たり

土地 "

1日当たり家族労役報 
資本収益率

千円 、
5.8 (100)

2.7 (100)

6.4 (100)

6.4 (110)

3.5 (128)

6.7 (105)

5.6 ( 97)

4.1 (154)

6.5 (102)

6.7 (115)

6.1(225)

6.6 (103)

1

7.7 (132)

2 5.8 (957)

6.2 (97):

注. 土地化帰属する分=林業所得一 (ﾡ本利子十家族労賃見積り額) 
資本C帰属する分=林業所得-(地代+家族労項見積 り額 ) 

家族労働に帰属する分(家族労働報回)=林業所得- (地代十資本利子 ) 
経営管理に帰属すろ分(企業利潤)=林純収益- (地代+資本利子)
立 _  純収益

資本収益率一 委本-

第 5 育林費の分析

育林費とは, 林木を生産するのに要するすべての経費の合計である。育林 

費から, 育林期間中に入ってくる収入の後価合計を控除したものが, 森林評 

価でいら 林木原価にあたる。

育林費を分析するおもな 目的は, 林木の 生産費 を 合理的に 引下げるなど, 

林分単位に , 施業の改善を計るための基礎資料を得ると とに ある。

1. 育林費の構成 林家経済調査に関連 して,農林省が実施している 

「育林費調査」では, 育林費の構成をつぎのよらに区分している。なお, こ 

の調査では, 育林費を単位面積当たり に算出する。

ァ)労働費 家族労賃見積り額および雇用労賃

イ)直接材料費 苗木,肥料等に要した経貿で,自給分の見積り額を含 

t。

ゥ) 共通材料費 林業用小機具購入賀,建物, 機械などの維持修繕費, 

賃借料および料金等で,使用日数, 使用面ﾡょて

エ) 減価慣却

オ) 地 代

力) 利 子

ﾡ物 •機械 ・構築物 ・大動物などのもので, 使用時間

によ って配分

実際に支払った固定資産税より, その林木負担分を計 

上

固定資本利子 ・ 流動資本利子 ・ 林木資本利子で, 利率

は5%

表-13 林木の育林費

資料 : 農林省 昭和 4 5年育林費調査報告

区 分
ス ギ

C 5 0年生)
ヒノキ

( 5 0年生)
テカマッ

( 4 0年生)
カラマツ 
(3 5年生 )

労働費
千円 、

304 ( 8) 3 8 1 ( 9) 1 5 7 ( 12) 70(9)

材料費 133 ( 3) 133( 3) 58 ( 4) 8 7 (12)

「価価却却 23 ( 1) 1 6 26 ( 2) 9(1)

地 代 1 7 20 1 9 ( 1) 7(1)

利 子 3,3 2 9 ( 87) 3,5 8 9 ( 87) 1.1 0 0 ( 87) 56 9 (77)

合計 3,8 0 6 (100) 4,1 3 9 (100) 1,360 (100) 7 4 3 (100)

衣- 1 3は, 昭和4 5年の育林費調査により, 主要造林樹種について,ha

当たり 育林費 の全国平均を示した もので ある。これ によると, スギは1 31 

万円で. いま仮にスギの5 0 年生の伐期材積を 465m3 (大井・ 天竜地方 

スギ林林分収穫委地位2等 ) とすると,1 m 当たりの育林費は 8,200円 

となる。

育林買を費目別にみる と,各樹種ともに,利子が8割強を占めているのが 

目立つ。これについでは. 労働費が8〜12%, 苗木代を主とする材料費が = 

3〜 1 2%で, 機械化のﾡ度を委わす価償却費は1〜2%ときわ必て少た 

いのが特徴的でおる。
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2. 消林費の分析 一般のるdもの場谷には, 

利益=兆上高5-生座徴

であるから, 生座虫の低下は, 利益の増大となって雄営に寄与することにな 

る。とれに対して林業の場合には, 生座ﾡの大部分が評定利率によって計 

第 された利子であると と より して, ﾡ林山が, 利率の大き さにょ って大き く 

変化する。従って, ﾡ林費を も って林木の死 り値の基準とする ことのでき る 

のは, 利率の大き さの%響が少ない幼令の林木の場合に限られる。

農林省の林家経済調査では ・ さ さ にみたよ っに, 幼令だけでな く 壮令以上 

の林木についても, ﾡ林ﾡをもってその木の資産額としている。これは, 

林家経済の動向を, 全国的, かつ, 継統的に人ていくといら日的のためには, 

時価によるよりも, 原価 ( 生配賞 ) に上 ってﾡ産を評価した方が都合のよ い 

点が多いからである。一般の企美の場合も, 物価の変動が者しくないときに 

は. 原価によるﾡ産評価が災施されている。

このょ っに, ﾡ林費を林木のら:り位のﾡに用いるととには問題があるが, 

生産ﾡを合理的に引下げると との重ﾡさは , 林木も他の商品と変わる ところ 

はない。そこで, 林木の生産ﾡを引下げる手がか りを表- 1 3 よ り)求めてみ 

る。

育林費の大部分は利子であるから, 利子をな るべく少な くするととが育株 

出を引下げろ要点である。これには・ 利率を一定とすると, 利子を生む元金 

に あたる 諸経 官 を減 らすととと, 資金 回収期間 を短か くするととの2つの方 

法がある。前者のためには, 諸経費の大部分が労働豊であるから,労働がい 

っ, どのような作業に,どれだけナ使われているかを調べてみる必要がある。

育林密端査に関して行われた労物調査に よると, スギ有杯のため に要 

し た総労め投下量の全国平値は ・ ha当たり179 人であるが, 価付け初 

年目に24%, 5年目までに49%, 10年目までに66%といらよりに, 

その大半が初期に投下されている。また,作業種類別にみると, 下刈りが最 

も多くて4 8%, 以下 , 枝打っ1 2%, 地ごしらえ1 1%,価付け 10の

(ha当 り全国平均値)
表-14 作 案 種類別労働 量

、X盒

分項 \

---- ------ - ----* - 琴---*---------e

I
I Iv V V VI V IX X 合

1 2 3 4 5 小計

地ごしらえ
人

19. 0
人 人 人 A A 

19.0
A 人 人 人 人 入 A 人 人 人

19.0 10.6|

ﾡ付け 17.1 17.1 0.2 17.3 9.7

補 植 1.3 0.3 0.2 1.8 0.1 1.9 1.1

施 肥 0.3 0.4 0.2 0.1 0.1 1.1 0.1 0.1 0.1 1.4 1.0

下刈り 5.1 10.3 105 9.2 9.1 44.2 226 8.0 4.8 2.6 1.7 1.4 0.9 02 86.4 48.3

保設管理 0.4 03 0.1 0.2 0.1 1.1 0.6 0.3 0.5 0.6 0.5 07 0.3 0.8 5.4 3.0

例木起 し 0.3 0.8 0.9 08 0.8 3.6 3.6 2.5 1.6 1.6 0.3 0.4 0.4 0.1 14.1 7.9

つる切り 0.4 1.1 1.0 1.0 0.2 0.1 0.1 3.9 22

除 伐 02 1.0 1.1 0.6 0.5 0.4 0.4 0.2 4.4 2.4

枝打ら 2.5 6.1 5.6 3.9 1.4 0.3 08 0.6 22.2 12.4 ・

立木調査 0.1 0.2 0.2 03 0.8 04 03 2.3 1.2

その他 0.1 0.1 0.1 0.1 01 0.4 0.2

計 42.3 13.a 12.0 10.5 10.1 88.0 30.2 19.3 15.0 10.5 5.0 5.2 3.3 2.2 178.7 100

% 23.7 7.3 6.7 5.9 5.6 49.2 16.9 10.8 8.4 5.9 2.8 2.9 1.9 1.2 100

資料 : ﾡ林省昭和 4 5 年育林調査報告

順となっている。すなわち, 下刈り労働の節約が, 林木生産た低下のう えか 

ら も ・ 労力対策の うえから も,重点事項である こ とがわかる。(表-14 )

下刈り労働の節約のために,下刈りの機械化,除軍剤, 密他,巣間え(群 

状価え), 大苗使用, 混牧, 草生林造成, 林地肥培など, いろいろな方法が 

実施あるいは研究されているので, 対象林地の実情に応じた ものを,ﾡ次と 

り 入れて いく 必要かあ る。なお, さきにみたように,労力に代替する機械, 

施設. 物ﾡ(苗木を除く )が極めらて少ないのも検討の余地があることを示す。



育林費低下の第 2 の方法である祭本回収期はの短縮には ・ 2 つの対策があ 

る。 1は,林木を伐採する体令(伐採令といら)○短縮であり・ 他は, 林木 

生期間中になるべ く多く の別収人 をあげる こ とである。

伐採令の短縮のためには •田木の成長 を促逸する技術や,良質の柱材がと 

れる小丸太生産抜術の導入などが有効である。 しかし, との場合は, 地力 

持に支障をき たしたり, 青林や伏出に労例をプ く残するおそれかあるので, 

それらの点に配慮する。

副収入をあげることのためには,同伐か有初である はかに, ﾡ作物等の 

間作や林内採軍・放牧などが行われる場合 %みる。尚伐や問作にあたっては, 

収入の地加と ともに. 労働能率の向上につとめる こと力 大切である。なお, 

副収入とはいえないが•的生樹の高度利用を計ることも,同様の効果がある。 

シイタヶ等のキノコ類の裁培は, その1例である。

これまで, 林分単位に,生産買の低下についてみてきたが,林業経営の逃 

本となる森林は ・ それをﾡ成すろいくつかの林分のたんなる集合体ではない。 

個々の林分にとっては俄適な方法も,森林全体の運営という点からみれば, 

必ず しるも最適 とい らととにはな らない場合 もありっる。従って, ﾡ林の分 

析の結果を,林業経営の改善に役立てるには,あらためて 経営全体の見地 

から. みなおす必要がある。個々の林分に対する施業を, 経営目標に合っょ 

ら-選択し. 組み立てるのが雄営計面の主製な課題の1つであり, それに対 

して . 適切な情報をﾡ供するのが育林ﾡ分析の役ﾡである。

-66一


